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公立大学法人広島市立大学の各事業年度における業務実績の評価方法及び基準について 

 

１ 法人による自己評価 

⑴ 年度計画の記載事項ごとの実施状況を以下の５段階により自己評価し、評価理由と併せ、

実績報告書に記載の上評価委員会に提出する。 

評価の記号 実施状況の説明 

ｓ 質・量双方において年度計画を上回って実施されている。 

ａ 質・量いずれか一方において年度計画を上回って実施されている。ただし、他方

において年度計画を下回って実施されている場合を除く。 

ｂ 質・量双方において年度計画どおり実施されている。 

ｃ 質・量いずれか一方において年度計画を下回って実施されている。ただし、他方

において年度計画を上回って実施されている場合は、双方の実施状況を総合的に

勘案して「ｂ」とすることができる。 

ｄ 質・量双方において年度計画を下回って実施されている。 

⑵ 年度計画の小項目及び大項目ごとの自己評価についても⑴と同様とする。 

 

２ 評価委員会による評価 

⑴ 小項目評価 

ア 「中期計画の達成に向けて、各事業年度の業務を順調に実施しているかどうか」という観

点から、法人による自己評価を踏まえつつ、年度計画の内容の妥当性も含めて、小項目ご

とに以下の５段階により評価する。 

評価の記号 実施状況の説明 

Ｓ 質・量双方において年度計画を上回って実施されている。 

Ａ 質・量いずれか一方において年度計画を上回って実施されている。ただし、他方

において年度計画を下回って実施されている場合を除く。 

Ｂ 質・量双方において年度計画どおり実施されている。 

Ｃ 質・量いずれか一方において年度計画を下回って実施されている。ただし、他方

において年度計画を上回って実施されている場合は、双方の実施状況を総合的に

勘案して「Ｂ」とすることができる。 

Ｄ 質・量双方において年度計画を下回って実施されている。 

イ 評価委員会の評価が法人による自己評価と異なる場合は、その理由等を示すものとする。 

 

⑵ 大項目評価 

小項目評価を踏まえ、大項目ごとに以下の５段階により評価するとともに、特筆すべき事

項等があればその旨のコメントを記載する。なお、評価の記号ごとに以下の評点を付す。 
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評価の記号 実施状況の説明 評点 

Ｓ 質・量双方において年度計画を上回って実施されている。 ５ 

Ａ 質・量いずれか一方において年度計画を上回って実施されている。ただし、

他方において年度計画を下回って実施されている場合を除く。 

４ 

Ｂ 質・量双方において年度計画どおり実施されている。 ３ 

Ｃ 質・量いずれか一方において年度計画を下回って実施されている。ただし、

他方において年度計画を上回って実施されている場合は、双方の実施状況

を総合的に勘案して「Ｂ」とすることができる。 

２ 

Ｄ 質・量双方において年度計画を下回って実施されている。 １ 

 

⑶ 全体評価 

大項目ごとに以下の評価比率を配分し、大項目評価の評点を加重平均（評点×評価比率を

合計）した結果を基に評価する。また、法人による実績報告書の記述等を踏まえ、中期計画

の実施状況に係るコメントを記載する。 

大項目 評価比率 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置  

１ 教育 ２０％ 

２ 学生への支援 １０％ 

３ 研究 １５％ 

４ 社会貢献 １５％ 

５ 国際交流 １０％ 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき

措置 

１５％ 

第５ 自己点検及び評価に関する目標を達成するためとるべき措置  

第６ その他業務運営に関する重要目標を達成するためとるべき措置  

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 １５％ 

 

評価の基準 評価の記号等 

４．５＜Ｘ Ｓ 法人の業務は、中期計画の達成に向けて極めて順調に実施

されている。 

３．５＜Ｘ≦４．５ Ａ 法人の業務は、中期計画の達成に向けて順調に実施されて

いる。 

２．５＜Ｘ≦３．５ Ｂ 法人の業務は、中期計画の達成に向けて概ね順調に実施さ

れている。 

１．５＜Ｘ≦２．５ Ｃ 法人の業務は、中期計画の達成に向けて十分に実施されて

いない。 

Ｘ≦１．５ Ｄ 法人の業務には、中期計画を達成するために重大な改善事

項がある。 

※ Ｘは大項目評価の評点×評価比率の合計 



 

公立大学法人広島市立大学 平成 23年度業務実績に係る評価 

 

全体評価 

評価の記号 

 A：法人の業務は、中期計画の達成に向けて順調に実施されている。 

 

評価コメント 

広島市立大学の法人化後 2回目の年度評価に当たり、全体として見ると、今年度も、中期計画で想定していた以上の優れた成果を挙げたといえる。 

今年度の特徴は、芸術学部の教育・研究・社会貢献の各部門での積極的な取組と、平和研究所と国際学部・情報科学部との連携の促進による大学全体

の強化である。 

また、もう一つの特徴として以下の状況を報告しておくべきであろう。項目別に見ると、広島市立大学による自己評価と評価委員会による評価との相

違が目立った。小項目では 40項目中 9項目（うち 7項目は自己評価からの引上げ）、大項目では 9項目中 5項目（うち 3項目は自己評価からの引上げ）

である。この相違は、主として評価の視点の違いに由来しており、広島市立大学による自己評価では、中期計画の想定内容を基準にし、実績を正統的に

評価しているのに対して、評価委員会での議論は、我が国の大学を取り巻く環境が大きく変動していることに配慮し、昨年度より高い実績を挙げて自己

評価を aにしていても、広島市立大学のポテンシャルをもってすれば、そこに安住することなく、より高い目標を掲げるべきと考える項目では Bに引き

下げ、一方で、最近の多くの大学の動向に照らして、広島市立大学が努力し高い実績を挙げていると思われる項目に対しては、昨年度と同程度の実績で

自己評価を bにしていても Aに引き上げた。 

大項目別に見ると、「教育」関係では、法人化の目玉の一つである全学共通科目の充実と教育環境の整備への取組が更に進み、また、芸術学部の学部及

び大学院教育の充実と芸術情報の利用環境の整備、さらには平和研究所の移転計画の前倒しに伴う国際学部との双方の教育内容の強化、そして一方で、

今後の布石としての市内中心部におけるキャンパススペースの確保等に大きな前進が見られた。 

「学生への支援」と「社会貢献」は、評価委員会が積極的に高評価した項目であり、大項目「教育」中の小項目「特色ある教育」と併せて、大学の新

たなブランドの一角を形成することが期待される。 

これに対し、「研究」と「国際交流」については、共に昨年度の実績を凌
りょう

駕
が

しているにもかかわらず、評価委員会としては、広島市立大学のポテンシ

ャルと広島という地の利に期待して、更なる高みを目指す努力を期待したいという意図を込め、Bにとどめた。 

法人化のもう一つの目玉であった「業務運営の改善及び効率化」に関しては、初年度で組織体制の整備が完了し、今年度からはその定着を図る段階に



入っている。教員ポストの全学的視野からの戦略的活用体制は機能し始め、また、各学部等における意思決定が、全学的な戦略との調和の下で進められ

ることを意図して導入された「運営調整会議」も順調に運営されている。また、「自己点検及び評価」については、各担当部署の並々ならぬ努力の跡がう

かがえ、事実に基づく評価がなされている。広島市立大学の運営体制は大きく変わり、順調に定着してきている。 

｢財務内容の改善」に関しては、学生の確保、外部資金の獲得その他自己収入の増加に努め、予定どおりの収入を確保する一方、細かい取組を重ねて管

理経費の抑制に努力し、大きな成果を挙げている。 

以上、広島市立大学は法人化 2年目を終了し、学内外の努力により継続的向上の軌道に入りつつあるといえる。今後の力強い成長を期待したい。 

 

組織、業務運営等に関する改善事項等について 

 

 組織、業務運営等に関し、特に改善を勧告すべき点はない。 

 

 



項目別評価（総括表） 

評 価 項 目 評価の記号 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置  

 １ 教育 A 

  ⑴ 教育内容の充実  

   ア 全学共通教育 A 

   イ 特色ある教育 B 

   ウ 学部専門教育 B 

   エ 大学院教育 B 

  ⑵ 教育方法の改善  

   ア 授業内容及び授業方法の改善 A 

   イ 学習環境及び学習支援体制の整備 B 

   ウ 成績評価システムの整備 B 

  ⑶ 積極的な広報と学生の確保  

   ア 積極的な広報 A 

   イ 学生の確保 B 

  ⑷ 教育実施体制の整備  

   ア 教職員の配置等 B 

   イ 教育環境の整備 A 

   ウ 芸術情報の利用環境の整備 A 

 ２ 学生への支援 A 

  ⑴ 学習支援 A 

  ⑵ 日常生活支援 B 

  ⑶ 健康の保持増進支援 A 

  ⑷ 就職支援 A 

  ⑸ 課外活動支援 B 

  ⑹ 経済的支援 B 

  ⑺ 留学生支援 A 

 ３ 研究 B 

  ⑴ 研究活動の活性化と成果の普及  

   ア 研究活動の活性化 A 



評 価 項 目 評価の記号 

   イ 研究成果の普及及び還元 B 

  ⑵ 研究体制の強化 B 

 ４ 社会貢献 A 

  ⑴ 生涯学習ニーズへの対応 A 

  ⑵ 「産学公民」連携の推進  

   ア 地域産業界との連携 A 

   イ 国、地方自治体等との連携 A 

   ウ 学術機関及び研究機関との連携 B 

   エ 小中高等学校等との連携 B 

  ⑶ 社会連携センターの機能の充実  

   ア 社会連携センターの体制整備 A 

   イ 学部及び研究科の「産学公民」連携や社会貢献の取組に対する支援 B 

   ウ 研究成果、学内資源等の活用 A 

   エ 学生の育成 A 

 ５ 国際交流 B 

  ⑴ 海外学術交流協定大学との人材交流の積極的な展開 B 

  ⑵ 留学生への支援体制の充実 B 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 A 

 １ 運営体制 A 

 ２ 人事 － 

 ３ 事務処理 A 

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 A 

 １ 自己収入の増加 B 

 ２ 管理経費の抑制 A 

第５ 自己点検及び評価に関する目標を達成するためとるべき措置 A 

第６ その他業務運営に関する重要目標を達成するためとるべき措置 B 

 １ 施設及び設備の適切な維持管理等 B 

 ２ 安全で良好な教育研究環境の確保 B 
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項目別評価 

中期目標 中期計画 
平成 23年度 公立大学法人広島市立大学による自己評価 評価委員会による評価 

年度計画 評価理由等 記号 評価理由・コメント等 記号 

        

第２ 教育研究等の質

の向上に関する目標 

第２ 教育研究等の質の向上に

関する目標を達成するためと

るべき措置 

      

１ 教育に関する目標 １ 教育（大項目）  大項目評価 

中期計画に掲げる重点取組項目である「初年次教育の充実」及び「全

学共通教育の充実」を中心に計画に掲げる取組を着実に実施した。 

特に、学生に読書や美術鑑賞、映画鑑賞を通じて専門分野を越えた幅

広い教養を身に付けさせる「いちだい知のトライアスロン」事業につい

ては、参加学生数が前年度と比較して著しく増加したこと、また、推薦

作品データベース機能の拡充といったウェブシステムの改修により感想

レポートの投稿件数が飛躍的に増加していることから、全学共通教育の

充実に大きく貢献した。 

また、多様な問題について少人数のセミナー形式で調査研究し、討論

する科目「基礎演習」を含む全学共通教育の現状と課題について詳細に

分析し、その結果等をまとめた報告書を全教員に配布するなど、全学共

通教育の更なる改善に向け、全学を挙げて取り組んだ。 

このほか、大学案内と同様の規格にするなどデザイン性の向上及び内

容の充実を図った大学院案内及び英語版大学院案内の作成や、平和研究

所の教育への参画の推進並びに平和研究所と各学部及び研究科との連携

強化のための平和研究所の大学敷地内への暫定移転など、優れた取組を

実施したものとして、「a」と評価した。 

a 〔評価理由〕 

教育全般について優れた取

組を実施したと認められるこ

とから、「A」と評価した。 

A 

⑴ 教育内容の充実 ⑴ 教育内容の充実       

全学共通教育では、

幅広く深い教養と総

合的な判断力を培い、

豊かな人間性をかん

養するとともに、グロ

ーバル化や情報化の

進展等時代の潮流に

対応できる能力を身

に付けさせる教育を

行う。 

ア 全学共通教育（小項目） 

(ｱ) 自律的学習能力やコミ

ュニケーション能力等の養

成を図るため、初年次教育

において、特定の学術分野

を定めず多様な問題につい

て少人数のセミナー形式で

調査研究し、討論する科目

を開設する。 

(ｲ) 学生に、読書や美術鑑

賞、映像鑑賞を通じて専門

 

○科目「基礎演習」の全

学実施 

○科目「基礎演習」の実

施結果の評価、科目内

容の見直し 

 

 

 

○「いちだい知のトライ

アスロン」事業の実施 

 小項目評価 

○自律的学習能力やコミュニケーション能力等の養成を図るため、

「基礎演習」を全学で実施した。また、学生及び教員を対象に平成

22 年度及び平成 23 年度に実施した全学共通教育に関するアンケー

ト結果に基づき、科目「基礎演習」を含む全学共通教育の現状と課

題について詳細に分析し、その結果等をまとめた報告書を全教員に

配布することにより、「基礎演習」のみならず全学共通教育に関す

る教員の意識向上を図った。さらに、当該アンケート調査結果に基

づいて、平成 24 年度の「基礎演習」の実施に向け、全学共通教育

委員会委員長及び副委員長が各学部における担当教員と意見交換

を行い、科目内容の更なる改善を図ることにした。 

a 〔評価理由〕 

全学共通教育について優れ

た取組を実施したと認められ

ることから、「A」と評価した。 

〔コメント〕 

○外国語教育「英語応用演習」

と「CALL 英語集中」の効果

を調査し、科目化を図るこ

とにしたように、緻密な改

善が図られている。 

○芸術学部の関与が興味深

A 



項目別評価 2 / 30 
 

中期目標 中期計画 
平成 23年度 公立大学法人広島市立大学による自己評価 評価委員会による評価 

年度計画 評価理由等 記号 評価理由・コメント等 記号 

分野を越えた幅広い教養を

身に付けさせる「いちだい

知のトライアスロン」事業

を実施する。 

 

 

(ｳ) 外国語によるコミュニ

ケーション能力の向上を図

るため、外国語教育の充実

を図る。 

 

(ｴ) 全学共通教育のあり方

について、全学的視点から

検討し、その結果をカリキ

ュラム等に反映させる仕組

みを構築する。 

○「いちだい知のトライ

アスロン」の全学共通

科目「基礎演習」への

組み入れ、事業内容の

見直し、ウェブシステ

ムの機能拡充 

○「英語応用演習」新テ

キストの教育効果の検

証 

○「CALL英語集中」の改

善、検証 

○全学共通教育カリキュ

ラムの改編 

○全学共通教育に関する

学生・教員を対象とし

たアンケート調査の実

施 

○平成 22 年度に引き続き、学生に、読書や美術鑑賞、映像鑑賞を通

じて専門分野を越えた幅広い教養を身に付けさせる「いちだい知の

トライアスロン」事業を実施したほか、当該事業に参加した学生及

び教員へのアンケート結果を踏まえ、感想レポートの登録及び推薦

作品データベース機能の拡充といったウェブシステムの改修によ

り利便性を向上させた。 

【平成 23年度参加学生数等】 

・いちだい知のトライアスロン参加学生数:439名（スタートアップ

コース 435名、チャレンジコース 4名）（平成 22年度参加学生数:66

名（スタートアップコース 63名、チャレンジコース 3名））   

・出張講座参加学生数：87名(平成 22年度参加学生数：165名） 

・語学センター映画上映会参加学生数：200名（平成 22年度参加学

生数：講演会 9名、映画上映会 32名） 

・図書貸出冊数（平成 24 年 2 月末実績）：21,547 冊（平成 23 年 2

月末実績：20,220冊） 

○外国語によるコミュニケーション能力の向上を図るため、「英語応

用演習」の新テキストの教育効果について、平成 22 年度に実施し

た教員対象のアンケート結果の分析及び教育効果の検証を行った

ほか、「CALL 英語集中」の履修者を対象にアンケート調査を実施す

るとともに、履修者の受講中における学習記録データと TOEICスコ

アの伸びとの関連性に関する検証を行った。 

○全学共通教育に関する学生アンケート結果の分析及び科目内容の

検証を行い、総合共通科目を 2科目開設するとともに、全学共通系

科目として新たにキャリア形成支援科目を導入することにしたほ

か、パッケージ（科目選択の参考となるよう、テーマに沿った関連

科目の履修例を紹介したもの）の見直しを行った。 

以上のように、参加学生数が前年度と比較して著しく増加したこ

と、また、推薦作品データベース機能の拡充といったウェブシステム

の改修により感想レポートの投稿件数が飛躍的に増加した「いちだい

知のトライアスロン」事業の実施や、科目「基礎演習」を含む全学共

通教育の現状と課題について詳細に分析し、その結果等をまとめた報

告書を全教員に配布するなど、全学共通教育の更なる改善に向け、全

学を挙げて種々の取組を行ったことから、「a」と評価した。 

 

い。 

「国際平和文化都

市」を都市像とする

イ 特色ある教育（小項目） 

(ｱ) 平和に関する教育を推

 

○平和研究所の教員が全

 小項目評価 

○平和に関する教育を推進するため、全学共通系科目である広島・平

b 〔評価理由〕 

特色ある教育の充実のため

B 
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中期目標 中期計画 
平成 23年度 公立大学法人広島市立大学による自己評価 評価委員会による評価 

年度計画 評価理由等 記号 評価理由・コメント等 記号 

広島市の設立した公

立大学法人が設置す

る大学として、平和

に関する教育を積極

的に推進するととも

に、学生が国際性を

養う機会の充実を図

る。 

進するため、平和研究所が

全学の平和関連講義等に積

極的に参画する。 

(ｲ) 国際性を養うため、学生

が異文化に触れる機会や国

際的に活躍する人材と交流

する機会の充実を図る。 

ａ 夏期集中講座「HIROSHIMA 

and PEACE」の充実を図る。 

 

 

ｂ 平和記念式典やピースキ

ャンプ（国内外の平和記念

式典参列者のために大学運

動場内に開設するキャンプ

サイトをいう。）等多数の

外国人が参加する行事への

学生の積極的な参加を促

す。 

ｃ 学生が国際機関や国際的

NGO 等の第一線で活躍する

人材と交流する機会の充実

を図る。 

学の平和関連講義等に

参画 

 

 

 

 

 

○カリキュラムの内容及

び講義担当者の決定 

○受講者へのアンケート

調査の実施 

○異文化に触れることが

できる行事の学生への

情報提供 

 

 

 

 

 

○国際的に活躍する者を

講師とする講演会の開

催 

和科目 4科目のうち 2科目を平和研究所の教員 6名が担当したほか、

新たに夏期集中講座「HIROSHIMA and PEACE」について、同研究所

の教員 3名が担当した。 

○学生が異文化に触れる機会や国際的に活躍する人材と交流する機

会の充実を図るため、夏期集中講座「HIROSHIMA and PEACE」につ

いて、実施委員会等においてカリキュラム等を決定したほか、当該

プログラム終了前に全受講者に対しアンケート調査を実施し、報告

書にまとめた。 

○多数の外国人が参加する行事への学生の積極的な参加を促すため、

平成 24 年 1 月に教職員を対象として、異文化に触れることができ

る行事の調査を実施し、その結果に広島市が実施している関連行事

の情報を加え、ウェブサイト及び学内掲示により学生に情報を提供

した。 

○国際学部では、学生が国際機関や国際的 NGO等の国際分野の第一線

で活躍する人材と交流する機会の充実を図るため、平成 23 年 7 月

に外務省総合外交政策局国際平和協力室首席事務官を招いて「外交

講座」を実施するなど講座を 2回開催した。 

以上のように、特色ある教育の充実のための取組を計画どおり着実

に実施したことから、「b」と評価した。 

の取組を計画どおり着実に実

施したと認められることか

ら、「B」と評価した。 

 

学部専門教育で

は、各学部の理念と

専門分野の特色に対

応した効果的な専門

教育を行う。 

ウ 学部専門教育（小項目） 

(ｱ) 学生の多様化に対応す

るとともに、社会で通用す

る実践的な能力を身に付け

た学生を養成するため、学

部専門教育の充実に取り組

む。 

ａ 国際学部では、平成 19年

度（2007年度）に導入した

新教育課程について、教育

内容と成果に関する学内ア

ンケート調査等を行い、必

要に応じて見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

○学生・教員に対するア

ンケート結果の分析、

課題の把握及びアンケ

ート結果の活用に係る

検討 

○学生に対するアンケー

 小項目評価 

学生の多様化に対応するとともに、社会で通用する実践的な能力を

身に付けた学生を養成するため、以下のとおり各学部において学部専

門教育の充実に取り組んだ。 

①国際学部では、学生及び教員に対して平成 22年度に実施した新教

育課程の教育内容と成果に関するアンケート結果を分析し、学部

の専門教育課程（5 プログラム）の目標、ねらい、科目構成を検

討するとともに、平成 23年 12月から平成 24年 1月までの間に、

卒業学年の学生を対象としたアンケート調査を実施し、調査結果

について学部内での情報共有を図った。 

②情報科学部では、学部共通系科目、学科専門科目のカリキュラム、

卒業必要単位数などの見直し案を作成し、平成 24年度から実施す

ることにした。また、平成 23 年 4 月に、平成 23 年度情報科学部

b 〔評価理由〕 

学部専門教育の充実のため

の取組を計画どおり着実に実

施したと認められることか

ら、「B」と評価した。 

 

B 
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中期目標 中期計画 
平成 23年度 公立大学法人広島市立大学による自己評価 評価委員会による評価 

年度計画 評価理由等 記号 評価理由・コメント等 記号 

 

ｂ 情報科学部では、平成 19

年度（2007 年度）に導入し

た情報工学、知能工学、シ

ステム工学の三学科の一括

募集及び学科配属方法等に

ついて学内アンケート調査

等を行い、必要に応じて見

直しを行う。   

また、多様化した学生へ

の効果的な教育を実現する

ため、「PDCA」サイクルを

機能させながら継続的に教

育活動の改善に取り組む。 

ｃ 芸術学部では、芸術の持

つ社会的役割を深く認識

し、社会の中で表現活動を

実践できる素養を身に付け

させるため、研究プロジェ

クトへの参画を単位認定す

る「造形応用研究」の充実

を図り、学科・領域を越え

た総合的な教育を行う。 

ト調査の実施 

○学生に対するアンケー

ト調査結果を踏まえた

カリキュラム、学科配

属方法等に係る見直し

案の作成 

 

 

 

○卒業生が就職した企業

等にヒアリング、アン

ケート調査を実施 

 

 

○「造形応用研究Ⅰ」「造

形応用研究Ⅱ」等の科

目の増設 

 

入学生を対象にアンケート調査を実施し、その結果、情報工学科、

知能工学科、システム工学科、平成 24 年度に開設した医用情報科

学科の 4学科の一括募集を当面の間継続することにした。さらに、

学部における就職・キャリア形成支援委員会委員が企業と面談を

行う中でヒアリングを実施した。 

③芸術学部では、芸術の持つ社会的役割を深く認識し、社会の中で

表現活動を実践できる素養を身に付けさせることを目的として、

研究プロジェクトへの参画を単位認定する「造形応用研究」につ

いて、より充実した研究成果を還元するため、平成 23 年度の 1

科目から、平成 24年度以降は 2～4年次対象の「造形応用研究Ⅰ」

と 3、4年次対象の「造形応用研究Ⅱ」の 2科目に変更することに

した。 

以上のように、学部専門教育の充実のための取組を計画どおり着実

に実施したことから、「b」と評価した。 

 

大学院教育では、

それぞれの専門分野

における優れた研究

能力と高度な専門知

識に加えて、学際的

視野と国際性を身に

付けさせ、国際社会

や地域の発展に貢献

できる研究者及び高

度専門職業人を養成

する。また、広島の

高等教育研究機関と

しての存在価値を明

エ 大学院教育（小項目） 

(ｱ) 学際的視野と国際性を

身に付けさせるため、大学

院における共通教育のあり

方について検討し、大学院

全研究科共通科目の見直し

を行う。 

(ｲ) 学生の多様化に対応す

るとともに、専門分野にお

いて優れた研究能力と実践

的技能を身に付けた学生を

養成するため、大学院専門

教育の充実に取り組む。 

 

○新規科目の開設に向け

た検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小項目評価 

○学際的視野と国際性を身に付けさせるため、学部共通科目「情報と

企業」の大学院全研究科共通科目での開設を検討するなどの取組を

行った。 

○学生の多様化に対応するとともに、専門分野において優れた研究能

力と実践的技能を身に付けた学生を養成するため、以下のとおり情

報科学研究科及び芸術学研究科において大学院専門教育の充実に

取り組んだ。 

①情報科学研究科では、平成 22年度及び平成 23年度に実施した組

み込みソフトウェア関連科目のモデルカリキュラムについて、そ

の成果を客観的な視点から評価するため、学識経験者等で構成す

る外部評価委員会に評価を依頼するとともに、当該委員会による

評価結果を公開した。また、論文執筆、学会発表等におけるプレ

b 〔評価理由〕 

大学院教育の充実のための

取組を計画どおり着実に実施

したと認められることから、

「B」と評価した。 

〔コメント〕 

○研究科を越えた、教育内容

の改善に向けた意欲的な取

組は評価できる。 

B 
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中期目標 中期計画 
平成 23年度 公立大学法人広島市立大学による自己評価 評価委員会による評価 

年度計画 評価理由等 記号 評価理由・コメント等 記号 

確に示すため、「平和

学」の構築を実現す

る。 

ａ 国際学研究科では、専門

基礎科目の見直しを行う。 

ｂ 情報科学研究科では、学

部カリキュラムとの連携を

図り、学習課題を複数の科

目を通して体系的に履修す

るモデルカリキュラムを提

示し、その履修による教育

効果を評価する。また、論

文執筆、学会発表等におけ

るプレゼンテーション能

力、コミュニケーション能

力等高度専門職業人に必要

な能力を身に付けさせるた

め、教育内容の充実を図る。 

ｃ 芸術学研究科では、文化

芸術の保存の分野における

高度な専門能力を養成する

ため、保存科学・文化財学

に関する授業科目「文化財

保存学特講」を新設し、段

階的に拡充を図る。 

(ｳ) 全学的な協力体制を整

備し、「平和学」の構築を

実現する。 

ａ 平和研究所と国際学研究

科が連携し、「平和学」の

カリキュラムを確立すると

ともに、｢平和学｣の学位（修

士、博士）を授与する。 

ｂ 「平和学」のカリキュラ

ムが、留学生に対しても魅

力あるものになるよう、英

語による講義の充実を図

る。 

 

 

○組み込みソフトウェア

関連科目のモデルカリ

キュラムによる教育効

果の評価 

○プレゼンテーション、

コミュニケーション能

力等強化のためのカリ

キュラムの試行的実施 

 

 

 

 

 

○「文化財保存学特講」

の授業内容の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「平和学」の学位（修

士）授与のためのカリ

キュラムに基づいたプ

ログラムの開始 

 

○英語による履修が可能

な「平和学」カリキュ

ラムに基づいたプログ

ラムの開始 

ゼンテーション能力及びコミュニケーション能力の強化のための

カリキュラムを、既存科目において試行的に実施した。 

②芸術学研究科では、文化芸術の保存の分野における高度な専門能

力を養成するために開設している「文化財保存学特講」を平成 23

年 7月及び 9月に集中講義として実施し、工芸（漆、金工）、油画

及び現代美術の保存修復を取り上げるほか、情報科学研究科の教

員が 3Dレーザー計測について指導するなど、授業内容の充実を図

った。 

○「平和学」の構築を実現するため、全学的な協力体制の下、平成 23

年 4月に「平和学」の学位（修士）授与のためのカリキュラムに基

づいたプログラムを開始するとともに、英語による履修が可能な

「平和学」カリキュラムに基づいたプログラムを開始した。 

以上のように、大学院教育の充実のための取組を計画どおり着実に

実施したことから、「b」と評価した。 

⑵ 教育方法の改善 ⑵ 教育方法の改善       
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中期目標 中期計画 
平成 23年度 公立大学法人広島市立大学による自己評価 評価委員会による評価 

年度計画 評価理由等 記号 評価理由・コメント等 記号 

各学部及び研究科

の教育目標を実現

し、学生にとって魅

力ある授業を提供す

るため、授業内容や

授業方法の改善を図

る。 

ア 授業内容及び授業方法の

改善（小項目） 

本学の教育方針に沿った

教育を推進し、学生の視点

に基づいた授業内容及び授

業方法の改善を図るため、

授業アンケートの実施、セ

ミナーの開催等の FD 活動

（Faculty Development：教

員の教育能力を高めるため

の組織的取組をいう。）を

積極的に行う。 

 

 

○学生・教員に対する授

業アンケートの実施 

○授業改善に関する研修

会（FD研修会）の開催 

 小項目評価 

本学の教育方針に沿った教育を推進し、学生の視点に基づいた授業

内容及び授業方法の改善を図るため、平成 23 年 7 月～9 月（前期）、

平成 24年 1月～2月（後期）に学生及び教員に対し授業アンケートを

実施したほか、平成 23 年 9 月から計 4 回にわたり授業改善に関する

研修会（FD（Faculty Development：教員の教育能力を高めるための

組織的取組をいう。）研修会）を開催した。 

以上のように、参加者数も多く、参加者からの評価も高かった FD

研修会の開催に加え、平成 22 年度開設科目「基礎演習」について副

学長及び各学部担当教員による科目内容の更なる改善に向けた協議

を行うなど、全学を挙げて授業内容及び授業方法の改善を図るための

優れた取組を実施したものとして、「a」と評価した。 

a 〔評価理由〕 

授業内容及び授業方法の改

善について優れた取組を実施

したと認められることから、

「A」と評価した。 

A 

また、学生が自主

的かつ主体的に学習

に取り組むことがで

きるよう、学習環境

や学習支援体制を整

備する。 

イ 学習環境及び学習支援体

制の整備（小項目） 

(ｱ) 新入生の大学への適応

が円滑に進むよう、オリエ

ンテーションの充実を図る

とともに、チューターによ

るきめ細かい学習支援及び

相談を行う体制を整備す

る。 

(ｲ) インターネットを通じ

て、時間、場所を選ばず、

授業の補習ができるよう、

また、学生のみならず市民

に対しても学習機会の提供

ができるよう、授業、公開

講座等様々な教育研究活動

をデジタルアーカイブ化

し、コンテンツの充実を図

る。 

(ｳ) 学生が自習やグループ

学習等のために使用するこ

とができるよう、学生ラウ

ンジや自習室等を整備す

る。 

 

 

○チューター制度の見直

し 

 

 

 

 

 

○教育研究活動のデジタ

ルアーカイブ化 

 

 

 

 

 

 

 

 

○自習室等のパブリック

スペースの整備計画の

策定 

 小項目評価 

○当初予定していたチューター制度の全学への導入については今後

の課題とした上で、学生に対する学習支援等の教員向け手引を全学

共通の内容で作成することにし、全学の学生委員会委員及び教務委

員会委員で構成するワーキンググループを設置して内容等の検討

を行った。 

○インターネットを通じて、時間及び場所を選ばず、授業の補習がで

きるよう、情報科学部の情報医工学プログラムにおいて eラーニン

グ用コンテンツを作成した。 

○学生が自習やグループ学習等のために使用することが可能なパブ

リックスペースの整備計画を策定するに当たり、学生の利用実態等

を把握するため、講義室の一部及び学生食堂等について、空き時間

を利用した自習スペースとして提供した。 

以上のように、学習環境及び学習支援体制の整備に係る取組を計画

どおり着実に実施したことから、「b」と評価した。 

b 〔評価理由〕 

学習環境及び学習支援体制

の整備についての取組を計画

どおり着実に実施したと認め

られることから、「B」と評価

した。 

〔コメント〕 

○学習支援の一環として、教

職員一人一人が適正かつ積

極的に取り組む必要がある

との問題意識から、教員向

け手引を作成しようとして

いる。この取組に対する評

価は「学習支援」の項目で

行う。 

B 
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中期目標 中期計画 
平成 23年度 公立大学法人広島市立大学による自己評価 評価委員会による評価 

年度計画 評価理由等 記号 評価理由・コメント等 記号 

さらに、授業科目

の到達目標と成績評

価基準を明示すると

ともに、学生の学習

意欲の向上につなが

る成績評価システム

を整備する。 

ウ 成績評価システムの整備

（小項目） 

(ｱ) 成績評価の厳格化と単

位の実質化を図るため、GPA

（Grade Point Average：履

修科目ごとの成績に評点を

付けて全科目の平均値を算

出する成績評価システムを

いう。）の導入、履修登録

単位数の上限や成績評価基

準の見直しを行う。 

(ｲ) 芸術学部では、教育効果

を測る指標とするため、課

題制作作品や入選入賞作品

の画像データ等をデータベ

ース化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○芸術作品データベース

作成のための画像デー

タ等の資料収集、フォ

ーマットの作成 

 小項目評価 

芸術学部では、教育効果を測る指標とするため、平成 23年 4月にデ 

ータベースに入力する項目等を選定し、フォーマットを作成するとと

もに、各専攻及び分野における課題制作作品及び入選入賞作品の画像

データ等(2,147点)の資料収集を行った。 

以上のように、成績評価システムを整備するための取組を計画どお

り着実に実施したことから、「b」と評価した。 

 

b 〔評価理由〕 

成績評価システムを整備す

るための取組を計画どおり着

実に実施したと認められるこ

とから、「B」と評価した。 

〔コメント〕 

○課題制作作品や入選入賞作

品の画像データ（2,100点以

上）を統一的なフォーマッ

トの下に収集整理したこと

は、画期的な作業である。

この取組に対する評価は

「芸術情報の利用環境の整

備」の項目で行う。 

B 

⑶ 積極的な広報と学 ⑶  積極的な広報と学生の確       

生の確保 保       

広島市立大学のイ

メージ戦略を策定し、

ホームページ、刊行物

等の充実を図ること

により、効果的な広報

を行う。また、広島市

立大学の建学の基本

理念及び使命に沿い、

「国際的な大学」及び

「市民の誇りとなる

大学」として、留学生

及び社会人学生の受

入れを積極的に進め

る。 

ア 積極的な広報（小項目） 

(ｱ) ホームページの内容の

充実を図るとともに、管理

及び運用のためのルールを

整備する。 

(ｲ) オープンキャンパス、高

校進路指導担当教員説明会

等において、高校生、高校

進路指導担当教員、保護者

等にアンケート調査等を行

い、その分析結果を広報活

動に反映させる。 

(ｳ) 大学院案内の内容を見

直すとともに、英語版を作

成する。 

(ｴ) 地域住民、受験生、在学

生等に対するアンケート調

査等から本学に対するイメ

 

 

 

 

 

○オープンキャンパス、

高校進路指導担当教員

説明会等におけるアン

ケート調査の実施 

○アンケート結果の分析、

分析結果の広報活動へ

の反映 

○大学院案内の刷新 

○英語版大学院案内の作

成 

○地域住民、受験生、在

学生等に対するアンケ

ート調査の実施 

 小項目評価 

○大学に対するイメージについてのアンケート調査を、平成 23 年 6

月に開催したプレ・オープンキャンパス、8 月に開催したオープン

キャンパス、9 月に開催した高校進路指導担当教員説明会において

実施した。また、ウェブサイトにおける画像投稿サイトの開設によ

り新たな広報媒体の収集に取り組んだほか、学生広報サポーター制

度の創設により本学の魅力を再発見するとともに、在学生の視点を

取り入れた広報活動を行うことにした。 

○平成 23年 10月に国際学研究科及び芸術学研究科の大学院案内を、

平成 24 年 3 月に大学院 3 研究科及び平和研究所に係る情報を一冊

にまとめた英語版の大学院案内を発行した。 

○理事及び副理事等で構成するプロジェクトチームを編成して、民間

事業者が実施した本学におけるブランドイメージ調査を活用した

ブランドイメージ戦略の検討を行うとともに、当該戦略の一環とし

てコミュニケーションマークの策定に向けた取組を開始した。 

上記に掲げる取組のうち、大学院案内の刷新については、大学案内

に合わせて規格を大幅に変更してデザイン性の向上を図るとともに、

掲載内容についても、各研究科共通の項目を整理して統一性を図りな

a 〔評価理由〕 

積極的な広報について優れ

た取組を実施したと認められ

ることから、「A」と評価した。 

〔コメント〕 

○民間事業者によるビジネス

マン、父兄、教員、研究者

等を対象にした調査によれ

ば、知名度は中程度で、「学

費が安い」「ユニークな学

部」等のイメージが強い。

これらの情報に基づきブラ

ンド戦略を展開しようとし

ている取組は評価できる。 

A 

平澤 
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中期目標 中期計画 
平成 23年度 公立大学法人広島市立大学による自己評価 評価委員会による評価 

年度計画 評価理由等 記号 評価理由・コメント等 記号 

ージ分析を行い、ブランド

イメージ戦略を構築すると

ともに、タグライン（広告

等で用いるキャッチフレー

ズをいう。）、シンボルデ

ザイン等を作成する。 

○アンケートの調査結果

を踏まえたブランドイ

メージ戦略の検討 

がら、各研究科の特色を生かす構成にした。また、英語版の大学院案

内の作成については、日本語版と同様の規格にしてデザイン性の向上

を図るとともに、海外からの留学生をターゲットにした内容にするた

め、平和研究所に係る情報や留学における日常生活支援に係る情報を

掲載するなど情報の充実を図った。このため、優れた取組を実施した

ものとして、「a」と評価した。 

 

イ 学生の確保（小項目） 

(ｱ) 社会人学生について、修

学年限、授業料等学生納付

金を柔軟に設定できる制度

を導入し、社会人が履修し

やすい環境を整備する。 

(ｲ) 国際学研究科では、優秀

な留学生を確保するため、

海外学術交流協定大学の学

生を対象とした推薦入試を

実施する。 

(ｳ) 芸術学研究科では、大学

院進学者を確保するため、

大学院の教育研究や大学院

修了後の進路等についての

ガイダンス、大学院研究成

果の発表展示会の開催等の

取組を進める。 

 

○長期履修制度の導入、

当該制度に基づく社会

人学生募集の開始 

 

 

○海外学術交流協定大学

の学生を対象とした推

薦入試の検討 

 

 

○大学院ガイダンスの充

実及び芸術資料館にお

ける作品展示の実施 

 小項目評価 

○平成 23 年 6 月から国際学研究科及び情報科学研究科において、平

成 22 年度に整備した長期履修制度に基づく社会人学生の募集を開

始した。 

○国際学研究科では、当初、海外学術交流協定大学の学生を対象とし

た推薦入試制度を検討することにしていたが、平成 24 年度秋季入

学試験から国際学研究科において同入試制度を導入するまでに至

った。 

○芸術学研究科では、進学希望学生を対象とした担当教員によるガイ

ダンスの実施、学部生を対象とした修了制作作品の公開プレゼンテ

ーションの実施、芸術資料館における博士前期・後期課程の大学院

生の作品の展示等の取組を行った。 

以上のように、計画を前倒しして実施した取組として優れたものと

評価した海外学術交流協定大学を対象とした推薦入試制度の導入を

始めとして、学生の確保を図るための取組を計画どおり着実に実施し

たことから、「b」と評価した。 

 

b 〔評価理由〕 

学生の確保を図るための取

組を計画どおり着実に実施し

たと認められることから、「B」

と評価した。 

〔コメント〕 

○芸術学部の取組は意欲的で

ある。 

B 

⑷  教育実施体制の整

備 

⑷  教育実施体制の整備       

学生の多様化や社

会の変化に速やかに

対応するとともに、

広島市立大学の教育

に関する目標を実現

するために必要な教

育実施体制を整備す

る。 

ア 教職員の配置等（小項目） 

(ｱ) 大学の教育目標を実現

するため、全学的かつ中長

期視点から教職員を戦略的

かつ機動的に任用し、配置

する。 

(ｲ) 学生の多様化に対応し

たきめ細かい教育を実施す

るため、ティーチングアシ

スタント（大学院生が教育

 

○教職員の戦略的かつ機

動的な任用、配置 

 

 

 

○TA、RA等の教育支援体

制の整備 

 小項目評価 

○大学の教育目標を実現するため、全学的かつ中長期視点から年度中

途に特任教員を採用するなど、教職員の戦略的かつ機動的な任用、

配置を行った。 

○学生の多様化に対応したきめ細かい教育を実施するため、情報科学

部と芸術学部のみ導入していた TA（ティーチング・アシスタント）

制度について、平成 24 年度から全学部、大学院全研究科の実験、

実習、演習等の授業科目に導入することにし、これに伴う関係規程

を整備した。 

以上のように、教職員の配置等に係る取組を計画どおり着実に実施

b 〔評価理由〕 

教職員の配置等についての

取組を計画どおり着実に実施

したと認められることから、

「B」と評価した。 

〔コメント〕 

○全学的に非常に戦略的な教

員の配置ができるようにし

ていることは評価できる。 

B 
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中期目標 中期計画 
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年度計画 評価理由等 記号 評価理由・コメント等 記号 

の補助を行う制度をい

う。）、リサーチアシスタ

ント（大学院生が研究の補

助を行う制度をいう。）等

の教育支援体制を整備、拡

充する。 

したことから、「b」と評価した。 

 

 イ 教育環境の整備（小項目） 

(ｱ) 学生の多様なニーズ等

に的確に対応するため、各

附属施設間の連携を強化

し、情報共有、施設及び設

備の共同利用、イベントの

共同開催等に取り組む。 

(ｲ) すべての講義室におい

て視聴覚教材が使用できる

環境を整備する。 

(ｳ) 平和研究所の教育への

参画、平和研究所と各学部

及び研究科との連携を強化

するため、平和研究所の大

学敷地内への移転に取り組

む。 

 

○イベントの共同開催 

 

 

 

 

 

○視聴覚設備の順次更新 

 

 

○平和研究所の大学敷地

内への移転に係る検討 

 

 小項目評価 

○平成 23年 6月及び平成 24年 1月に、附属図書館及び語学センター

において映画上映会を共同で開催するなど、各附属施設間の連携強

化に取り組んだ。  

○平成 22 年度に全ての講義室において視聴覚教材が使用できる環境

を整備し、平成 23 年度以降老朽化した設備を順次更新することに

していたが、学生の利用頻度が高い芸術資料館演習室における視聴

覚設備の整備を優先して実施した。 

○平和研究所と各学部及び研究科との連携を強化するため、平和研究

所の移転時期、方法、場所等に係る詳細な検討を行い、平成 24 年

度中に情報科学部棟別館へ暫定的に移転することにした。 

上記に掲げる取組のうち、視聴覚設備が使用できる環境の整備につ

いては、学生の利用頻度を考慮し、全学的な調整を図った上で優先し

て実施したものであること、平和研究所の大学敷地内への移転につい

ては、計画では当初「検討」までとしていたものを、理事長(学長)の

リーダーシップの下、現在学部が使用しているスペースを移転先とし

て決定するまでに至ったことから、優れた取組を実施したものとし

て、「a」と評価した。 

a 〔評価理由〕 

教育環境の整備について優

れた取組を実施したと認めら

れることから、「A」と評価し

た。 

 

A 

 ウ 芸術情報の利用環境の整

備（小項目） 

(ｱ) 芸術資料館の所蔵品を

データベース化するなど、

芸術情報を有効に利用する

ことができる環境を整備す

る。 

(ｲ) 学生に専門分野を越え

た幅広い教養を身に付けさ

せるため、芸術資料館の企

画等による美術鑑賞事業を

実施する。 

 

 

○所蔵品のデータベース

の作成 

 

 

 

○美術鑑賞事業の実施 

 小項目評価 

芸術資料館の所蔵品のデータベース化、ひろしま美術館又は広島市

現代美術館との共催による「いちだい知のトライアスロン」関連イベ

ントの開催を始めとして、芸術情報の利用環境の整備に取り組むな

ど、芸術情報の利用環境の整備に係る取組を計画どおり着実に実施し

たことから、「b」と評価した。 

 

b 〔評価理由〕 

芸術情報の利用環境の整備

について優れた取組を実施し

たと認められることから、「A」

と評価した。 

〔コメント〕 

○芸術資料館所蔵品のデータ

ベース化を始めとした芸術

情報の利用環境を整えたこ

とは、今後の学生の教育を

考えるとき、優れた実績で

ある。 

A 

金田 
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中期目標 中期計画 
平成 23年度 公立大学法人広島市立大学による自己評価 評価委員会による評価 

年度計画 評価理由等 記号 評価理由・コメント等 記号 

○「ギャラリートーク」等の

美術鑑賞事業への参加者数

に見られるように、利用環

境整備の成果を挙げてい

る。 

２ 学生への支援に関す

る目標 

すべての学生が心身

ともに健康で充実した

大学生活を送ることが

できるよう、学習や生

活環境、健康管理、進

路、課外活動等様々な

面で適切な支援を行

う。 

２ 学生への支援（大項目）  大項目評価 

学生の心身の健康の保持増進を図るための優れた取組として評価した

保健管理室の設置及び専任のカウンセラー(臨床心理士)の配置等による

支援体制の整備を始めとして、就職活動期間終了後という困難な状況下

において内定を獲得するという成果を得ることができた就職指導・支援

体制の強化など、学習や生活環境、健康管理、進路、課外活動等様々な

面で学生を支援するための取組を計画どおり着実に実施したことから、

「b」と評価した。 

b 〔評価理由〕 

学生への支援全般について

優れた取組を実施したと認め

られることから、「A」と評価

した。 

〔コメント〕 

○大学の規模にあった努力は

十分に行っており、そこか

ら急な改善も想定できない

と思われる。 

A 

 ⑴ 学習支援（小項目） 

新入生の大学への適応が

円滑に進むよう、オリエンテ

ーションの充実を図るとと

もに、チューターによるきめ

細かい学習支援及び相談を

行う体制を整備する。（再掲） 

 

○チューター制度の見直

し 

 小項目評価 

当初予定していたチューター制度の全学への導入については今後

の課題とした上で、学生に対する学習支援等の教員向け手引を全学共

通の内容で作成することにし、全学の学生委員会委員及び教務委員会

委員で構成するワーキンググループを設置して内容等の検討を行っ

た。 

以上のように、よりきめ細かい学習支援及び相談を行うため、計画

に掲げた取組内容を変更したものであることから、「b」と評価した。 

b 〔評価理由〕 

学習支援について優れた取

組を実施したと認められるこ

とから、「A」と評価した。 

〔コメント〕 

○問題学生の早期発見のた

め、出席状況や単位取得、

成績等に表れる予兆の検知

など、ワーキンググループ

において、きめ細かな検討

を行っている。 

A 

 ⑵ 日常生活支援（小項目） 

学生の日常生活を支援する

ため、学生会館の機能の拡充、

大学周辺への店舗の誘致等に

取り組む。 

 

○学生会館の機能拡充に

係る検討 

 小項目評価 

サークル、クラブ等の課外活動団体関係者に対する学生会館、部室

等の利用に係るアンケート調査や他大学の施設を現地調査するなど、

学生会館の機能拡充に係る検討を行った。  

以上のように学生の日常生活を支援するための取組を計画どおり

着実に実施したことから、「b」と評価した。 

b 〔評価理由〕 

学生の日常生活を支援する

ための取組を計画どおり着実

に実施したと認められること

から、「B」と評価した。 

 

B 

 ⑶ 健康の保持増進支援（小項

目） 

学生の心身の健康の保持

増進を図るため、教職員と医

 

 

○保健管理室の設置及び

専任のカウンセラーの

 小項目評価 

学生の心身の健康の保持増進を図るため、 教員を室長とする保健

管理室を設置し、専任のカウンセラー（臨床心理士）を配置するとと

もに、室長、保健師、看護師及び臨床心理士による保健管理室ミーテ

a 〔評価理由〕 

学生の心身の健康の保持増

進について優れた取組を実施

したと認められることから、

A 
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中期目標 中期計画 
平成 23年度 公立大学法人広島市立大学による自己評価 評価委員会による評価 

年度計画 評価理由等 記号 評価理由・コメント等 記号 

務室及び学生相談室との連

携を強化するとともに、カウ

ンセラーによる相談時間を

増やすなど、医務室及び学生

相談室の機能を拡充する。 

配置 ィングを年間 25回実施した。 

以上のように、専任のカウンセラー配置に伴う相談時間の増加や定

期的なミーティングの開催に伴う保健管理室職員の連携強化により、

様々なケースへの迅速かつ的確な対応が可能になったことなどから、

優れた取組を実施したものとして、「a」と評価した。 

「A」と評価した。 

 

 ⑷ 就職支援（小項目） 

ア 教職員が連携して個々の

学生の資質、希望を的確に

把握し、指導する体制を整

備する。 

イ 卒業生による就職セミナ

ー等学生に対する就職支援

事業の企画内容を工夫する

とともに、学生に対してよ

りきめ細かい就職関連情報

を提供する。 

 

○就職指導・支援体制の

整備 

 

 

○就職関連情報の学生へ

の提供 

 小項目評価 

○就職指導・支援体制を強化するため、キャリア・カウンセリングに

関する資格を有する就職相談員（1名）を平成 24年 4月に配置する

ことにした。 

○4年生の未内定者を対象として、就職活動期間終了後の平成 23年 8

月に面接対策のセミナーを、平成 23 年 9 月に広島県と共催で学内

合同企業説明会を開催するなどの取組を行った。 

以上のように、増大する就職指導・支援業務に迅速かつ的確に対応

するため、現行の事務局体制を見直した上で職員を配置したこと、ま

た、上記のセミナー等の開催により、就職活動期間終了後の内定を得

ることが非常に困難な状況下において、7 名の学生が内定を得るとい

う成果を得ることができたことから、「a」と評価した。 

a 〔評価理由〕 

学生の就職支援について優

れた取組を実施したと認めら

れることから、「A」と評価し

た。 

 

A 

 ⑸ 課外活動支援（小項目） 

学生のクラブ及びサーク

ル活動、ボランティア活動、

自主的な研究、創作及び発表

活動を奨励し、支援するため

の制度の充実を図る。 

 

○課外活動支援制度の見

直し、制度の充実 

 小項目評価 

学生のクラブ及びサークル活動費助成制度の見直しを行うなど、学

生の課外活動を支援するための取組を計画どおり着実に実施したこ

とから、「b」と評価した。 

b 〔評価理由〕 

学生の課外活動を支援する

ための取組を計画どおり着実

に実施したと認められること

から、「B」と評価した。 

B 

 ⑹ 経済的支援（小項目） 

優秀な学生に対して授業

料を減免するなどの特待生

制度を導入する。 

 

○特待生制度の検討 

 小項目評価 

入学試験成績の上位者に対し授業料等を減免する特待生制度の導

入に係る検討を行った結果、優秀な学生の確保といった効果が余り見

込まれないことから、制度の導入を見送ることにした。 

以上のように、学生の経済的支援のための取組を計画どおり着実に

実施したことから、「b」と評価した。 

b 〔評価理由〕 

学生の経済的支援のための

取組を計画どおり着実に実施

したと認められることから、

「B」と評価した。 

 

B 

 ⑺ 留学生支援（小項目） 

留学生の宿舎を確保する

ため、学生寮及び教員住宅の

有効活用を図るとともに、独

立行政法人日本学生支援機

構の留学生借り上げ宿舎支

援事業、財団法人日本国際教

 

○留学生の民間アパート

への入居あっせん 

○機関補償制度導入の検

討 

 小項目評価 

入居期間が短期であり、民間アパートへの入居が困難である海外学

術交流協定大学からの留学生について、優先して学生寮又は留学生会

館への入居をあっせんするとともに、その他学生寮等に入居できない

留学生については、民間アパートへの入居をあっせんするなど、留学

生の宿舎の確保を図った。また、広島県留学生活躍支援センターによ

る機関補償制度の活用を検討するとともに、その他機関補償制度への

b 〔評価理由〕 

留学生支援について優れた

取組を実施したと認められる

ことから、「A」と評価した。 

〔コメント〕 

○現時点でなし得る努力は十

分に行っている。 

A 
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中期目標 中期計画 
平成 23年度 公立大学法人広島市立大学による自己評価 評価委員会による評価 

年度計画 評価理由等 記号 評価理由・コメント等 記号 

育支援協会の留学生住宅総

合補償制度等の活用を進め

る。 

導入に係る検討を行った。 

以上のように、留学生の支援のための取組を計画どおり着実に実施

したことから、「b」と評価した。 

３ 研究に関する目標 

研究の活性化を目

指し、外部資金の積極

的な獲得と活用に努

めるとともに、サバテ

ィカル制度（教員が一

定期間研究に専念す

る研修制度をいう。）

を導入する。また、地

域産業の活性化につ

ながる研究、地域課題

に関する実践的な研

究、平和をテーマとし

た研究等を重点研究

分野として、個性的な

研究活動や学内外と

の研究交流を積極的

に展開し、その成果を

教育に反映させると

ともに、社会に還元す

る。 

３ 研究（大項目）  大項目評価 

外部資金の申請率及び採択率の向上を図るための研修会の開催など、

研究活動の活性化を図るとともに、学部叢書の発行、国のプロジェクト

等の受託研究・共同研究、展示会及び講演会の開催など、全学を挙げて

研究成果の普及及び還元に取り組んだ。 

特に、サバティカル制度（教員が一定期間研究に専念する研修制度を

いう。）の導入については、当初予定していた計画を前倒しして制度設計

に取り組み、平成 24年度からの本格導入を実現した。 

また、情報科学部及び情報科学研究科における研究成果に係る特許出

願等の手続件数の大幅な増加や、芸術学部及び芸術学研究科における外

部資金を活用した研究発表活動件数の大幅な増加は、研究活動の活性化

並びに研究成果の普及及び還元に大きく貢献した。 

以上のように、優れた取組を実施したものとして、「a」と評価した。 

a 〔評価理由〕 

研究全般に関する取組を計

画どおり着実に実施したと認

められることから、「B」と評

価した。 

〔コメント〕 

○努力は評価できるが、研究

成果がもっと社会的に認知

されることが望まれる。 

○学生募集の起爆剤になるだ

けの成果が表れているであ

ろうか。もう少し頑張って

ほしいという激励の減点で

ある。 

○一大学だけでやっていたの

ではいずれ立ち行かなくな

る。他大学から共同研究の

パートナーに選んでもらう

努力がまだまだ必要であ

る。 

B 

 ⑴ 研究活動の活性化と成果

の普及  

      

 ア 研究活動の活性化（小項

目） 

(ｱ) 教員の研究活動を奨励

するため、サバティカル制

度（教員が一定期間研究に

専念する研修制度をいう。）

を導入する。 

(ｲ) 科学研究費補助金等外

部資金の申請率、採択率の

向上を図る。 

 

 

○サバティカル制度導入

の検討 

 

 

 

○外部資金獲得研修会の

開催 

 

 小項目評価 

○サバティカル制度の設計を行い、平成 24 年度の本格導入に向け関

係規程を整備した。 

○平成 23年 9月及び平成 24年 2月に外部資金獲得研修会を開催し、

科学研究費補助金等外部資金の申請率及び採択率の向上に取り組

んだ。 

 【平成 23 年度外部資金申請率等実績：申請率 63.1%(64.4%)、採択

率 48.8%(48.8%）、獲得金額(間接経費を含む。)117,974千円（116,040

千円）、※（ ）は平成 22年度実績】 

○情報科学部及び情報科学研究科では、専攻を越えた共同研究や学外

a 〔評価理由〕 

研究活動の活性化について

優れた取組を実施したと認め

られることから、「A」と評価

した。 

〔コメント〕 

○情報科学部の取組は、主旨

に沿って積極的になされて

いる。 

○芸術学部の取組は極めて意

A 
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中期目標 中期計画 
平成 23年度 公立大学法人広島市立大学による自己評価 評価委員会による評価 

年度計画 評価理由等 記号 評価理由・コメント等 記号 

(ｳ) 外部資金を含めた研究

費を弾力的かつ効果的に執

行するための制度を導入す

る。 

(ｴ) 国際学部及び国際学研

究科では、研究活動におけ

る学内外との連携を強化す

るため、客員研究員や共同

研究者のための研究スペー

スを確保する。 

(ｵ) 情報科学部及び情報科

学研究科では、社会へ発信

する知的財産を効率的に創

出するため、大学として取

り組むべき基盤的研究及び

時代のニーズに適合した先

端的・革新的なプロジェク

ト研究に対し、研究費等を

重点的に配分する。また、

専攻を越えた共同研究や学

外との共同研究に対し、教

員研究費の一部を毎年度重

点的に配分する。 

(ｶ) 芸術学部及び芸術学研

究科では、展覧会の開催等

の研究発表活動を積極的に

推進する。 

 

(ｷ) 平和研究所では、研究活

動の活性化を図るため、プ

ロジェクト研究等への学外

の研究者の積極的な参画を

促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○プロジェクト研究、共

同研究に対する教員研

究費の重点配分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○外部資金の獲得による

研究発表活動の促進 

○教員・学生による展覧

会の開催等の研究発表

活動の積極的な推進 

○学外研究者の受入促進 

との共同研究、社会連携及び外部資金獲得を促進する研究に対し、

教員研究費の一部を重点的に配分した。 

○芸術学部及び芸術学研究科では、科学研究費補助金及び財団助成金

等の外部資金を活用し、教員による展覧会活動、論文発表及び講演

会活動等の研究発表（57件）や、学生による展覧会発表（7件）を

行った。また、上記外部資金の活用を除くものとして、教員や学生

による個展及びグループ展の開催等の研究発表活動（258 件（平成

22年度は 138件））を行った。 

○平和研究所では、ワークショップや研究会の開催等により、プロジ

ェクト研究等への学外の研究者の積極的な参画を促進した。 

上記に掲げる取組のうち、サバティカル制度の導入については、計

画では「検討」までとしていたものを制度設計を行い、関係規程の整

備にまで至ったこと、また、外部資金獲得については、研修会を一般

公開とするなど内容を充実したことにより前年度実績を維持したこ

と、さらに、芸術学部及び芸術学研究科における研究発表活動件数が

前年度に比べ大幅に増加したことなど、研究活動の活性化に大きく貢

献したことから、優れた取組を実施したものとして、「a」と評価した。 

 

欲的になされている。 

 イ 研究成果の普及及び還元

（小項目） 

(ｱ) 国際学部及び国際学研

 

 

○国際学部叢書の年次刊

 小項目評価 

○国際学部及び国際学研究科では、国際学部専任教員 3名、国際学研

究科博士後期課程学生 2名及び学外者 5 名の共著により学部叢書シ

a 〔評価理由〕 

研究成果の普及及び還元に

ついての取組を計画どおり着

B 
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中期目標 中期計画 
平成 23年度 公立大学法人広島市立大学による自己評価 評価委員会による評価 

年度計画 評価理由等 記号 評価理由・コメント等 記号 

究科では、研究成果普及の

一環として平成 20 年度

(2008年度)に創刊した国際

学部叢書を定期的に刊行す

る。また、学内競争的資金

である特定研究費を活用し

た共同研究の促進を図り、

その成果を国際学部叢書と

して刊行する。さらに、開

学以来刊行しているジャー

ナル「広島国際研究」をホ

ームページで公開し、幅広

く研究成果を社会に還元す

る。 

(ｲ) 情報科学部及び情報科

学研究科では、研究公開イ

ベントへの出展、特許出願、

企業からの技術相談、共同

研究等を通じて研究成果を

社会に普及し、還元する。 

(ｳ) 芸術学部及び芸術学研

究科では、芸術資料館にお

いて卒業制作優秀作品の展

示会、大学院研究成果の発

表展示会の開催等を行う。 

(ｴ) 平和研究所では、学術研

究成果を大学教育に反映さ

せるとともに、出版活動や

公開講座、シンポジウム、

講演会等を通じ、その成果

の社会への積極的な普及を

図る。 

(ｵ) 附属図書館では、教員の

研究成果、博士論文等を機

関リポジトリ（大学等の研

究機関が研究成果を電子デ

行 

○「広島国際研究」のホ

ームページ公開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○研究公開イベントへの

出展 

○特許出願、共同研究を

通じた研究成果の社会

への普及・還元 

 

○芸術資料館における卒

業制作優秀作品の展示

会、大学院研究成果の

発表展示会の開催 

 

○出版活動や公開講座、

シンポジウム、講演会、

ニューズレター等を通

じた学術研究成果の社

会への積極的な普及 

 

 

○博士論文等の機関リポ

ジトリ登録の開始 

 

 

リーズ第 4 巻「日・中・韓三国の伝統的価値観の位相（渓水社）」

を発刊した。また、平成 23 年 11 月に第 17 巻を刊行した学部紀要

「広島国際研究」の採択論文について、当該刊行に合わせて大学リ

ポジトリサイト（リポジトリ：大学等の研究機関が研究成果を電子

データとして集積し、保存し、公開するためのシステムをいう。）

を通じて公開した。 

○情報科学部及び情報科学研究科では、インテレクチャル・カフェ広

島やリエゾンフェスタ 2011 等の研究公開イベントへの出展（出展

件数：65件（平成 22 年度は 60件））を行ったほか、JST（独立行政

法人科学技術振興機構）、NICT（独立行政法人情報通信研究機構）、

SCOPE（戦略的情報通信研究開発推進制度：総務省の情報通信技術

（ICT)分野の研究開発における競争的資金制度）等国のプロジェク

トの受託研究又は共同研究を実施するとともに、研究成果に係る特

許出願等の手続（24件(平成 22年度は 11 件)）を行った。 

○芸術学部及び芸術学研究科では、平成 23 年 4月から計 10回にわた

り、芸術資料館において卒業制作優秀作品の展示会及び大学院研究

成果の発表展示会を開催した（参加者数及び入場者数計：2,773 名

(平成 22年度は 1,007名)）。 

○平和研究所では、教員の出版活動（出版数：6冊）や、平成 23年 5

月及び 10 月に開催した連続市民講座、平成 23 年 11 月に開催した

国際シンポジウム「問われる被爆地・被ばく国の役割－3.11原発事

故を受けて」、講演会等を通じ、学術研究成果の社会への積極的な

普及を図った。 

○附属図書館では、博士論文の機関リポジトリ登録を実施した。 

以上のように、各学部、各研究科及び平和研究所と全学を挙げて計

画に取り組んだことに加え、特に、情報科学部及び情報科学研究科に

おける特許関連の手続件数、芸術学部及び芸術学研究科における上記

展示会の参加者数及び入場者数が前年度に比して大幅に増加してお

り、研究成果の普及及び還元に大きく貢献したことから、「a」と評価

した。 

 

 

 

 

 

 

実に実施したと認められるこ

とから、「B」と評価した。 

〔コメント〕 

○情報科学部、芸術学部、平

和研究所の研究成果の普及

活動は昨年度に比し向上し

ているが、研究成果を測る

指標として、昨年度との比

較だけをしていたのでは、

やがて先細りしてくる。 

○問題は定常状態のレベルで

あり、もっと頑張って成果

を出す実力があるのではな

いか。 

○努力は評価できるが、研究

成果がもっと社会的に認知

されることが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最上 
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中期目標 中期計画 
平成 23年度 公立大学法人広島市立大学による自己評価 評価委員会による評価 

年度計画 評価理由等 記号 評価理由・コメント等 記号 

ータとして集積し、保存し、

公開するためのシステムを

いう。）により公開する。 

 

 

  

 

 

 ⑵  研究体制の強化（小項目） 

ア 「産学公民」連携につな

がる研究を推進するため、

社会連携センターにプロジ

ェクト研究推進室を設置す

る。 

イ 研究費を戦略的に配分で

きる仕組みを構築する。 

 

ウ 平和研究所では、被爆体

験の思想化や原爆投下によ

る広島、長崎の被害の問題

等核兵器に関する諸問題の

研究を重点研究領域とした

研究体制を強化する。 

エ 附属図書館では、研究に

おける利便性を向上させる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○日本軍縮学会、日本平

和学会等原爆や核に関

する諸問題を扱う学会

における研究員活動の

促進 

 

○電子ジャーナル等の収

集方針の策定 

 小項目評価 

○平和研究所では、原爆や核に関する諸問題を扱う学会における研究

活動を促進するなど、被爆体験の思想化や原爆投下による広島、長

崎の被害の問題等核兵器に関する諸問題の研究を重点研究領域と

した研究体制の強化を図った。 

○附属図書館では、電子ジャーナル等の収集方針を策定するととも

に、専門分野の電子ジャーナルのトライアルを実施しながら当該収

集方針に基づく見直しを行った。 

以上のように、研究体制の強化のための取組を計画どおり着実に実

施したことから、「b」と評価した。 

 

b 〔評価理由〕 

研究体制の強化のための取

組を計画どおり着実に実施し

たと認められることから、「B」

と評価した。 

 

B 

   ため、専門分野の電子ジャ ○収集方針に基づく専門

分野の電子ジャーナル

等の見直し 

     

ーナルやデータベースの充

実を図るとともに、データ

ベース横断検索ソフト等を

計画的に導入する。 

４ 社会貢献に関する目

標 

教育研究成果を社会

に還元するため、社会

連携センターを中心的

な窓口として、学外研

究機関、企業、NPO、地

域コミュニティ等との

交流及び連携を積極的

に推進する。また、広

４ 社会貢献（大項目）  大項目評価 

中期計画に掲げる重点取組項目である「社会連携センターを中心とし

た「産学公民」連携の推進」及び「広島市及び関係機関と連携した平和

の推進、文化の振興及び地域経済の活性化等の取組」を中心に、計画に

掲げる取組を着実に実施した。 

特に、多様な講座の開催や市民講座の派遣等を通じて多くの市民に学

習機会を提供するとともに、広島市の「知」の拠点として、広島市の附

属機関等の委員への就任、講演会への講師派遣、広島市との行政課題解

決のための共同事業の実施や、広島市内外における地域展開型の芸術プ

ロジェクトの実施など、行政課題の解決、産業振興及び芸術振興に大き

a 〔評価理由〕 

社会貢献全般について優れ

た取組を実施したと認められ

ることから、「A」と評価した。 

〔コメント〕 

○大学の規模を考えると、期

待されている以上の成果を

挙げている。 

○教員のみならず、学生自身

が社会に貢献することを大

A 
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中期目標 中期計画 
平成 23年度 公立大学法人広島市立大学による自己評価 評価委員会による評価 

年度計画 評価理由等 記号 評価理由・コメント等 記号 

島市の「知」の拠点と

しての地位を確立する

ため、提言、施策立案、

技術供与等を通じて、

地域行政課題の解決及

び都市機能の強化に貢

献する。さらに、広く

市民に生涯学習の場を

提供するため、公開講

座の充実等に取り組む

とともに、広島市職員、

小中高等学校教員等の

研修機関としての役割

を積極的に果たす。 

く貢献した。また、知的財産担当の特任教員の配置等による社会連携セ

ンターの機能強化を図ったことなどにより、特許出願件数が前年度に比

べて大幅に増加するなど、十分な成果を得ることができた。 

したがって、優れた取組を実施したものとして、「a」と評価した。 

学として奨励し、支援して

いることは素晴らしいこと

である。 

 ⑴  生涯学習ニーズへの対応 

（小項目） 

ア 市民の生涯学習ニーズに

対応するため、公開講座の

開催、市民講座への講師派

遣等に積極的に取り組む。

また、リカレント教育（社

会人が大学院等で高度な知

識、技能を習得するための

教育をいう。）を推進する

ため、社会人講座等の充実

を図る。 

イ 休日、夜間に市民向けの

講座等を開催するため、平

和研究所等の施設を活用

し、市中心部にサテライト

キャンパスを設置する。 

 

 

○公開講座の開催、市民

講座への講師派遣 

○改善策の検討・実施 

 

 

 

 

 

 

 

○サテライトキャンパス

の設置の検討 

 小項目評価 

○市民の生涯学習ニーズに対応するため、以下に掲げるとおり公開講

座を開催するとともに、市民講座への講師派遣を行った。また、情

報科学部の連続講義について、より多くの参加者を集めるための方

策として、オープンキャンパス及びミニ・オープンキャンパスと同

日で開催するなどの改善を図った。 

①国際学部公開講座「多様な中東・イスラム世界を学び・感じ・つ

なぐ」 

 （平成 23年 11月開催：参加者数 67名） 

②情報科学部公開講座 

 ・講演会（平成 23年 11月開催：参加者数 23名） 

 ・連続講義（平成 23年 8月、10月開催：参加者数 43名） 

 ・高校生の情報科学自由研究 （平成 23 年 7 月、8 月開催：参加

者数 49名） 

③芸術学部公開講座 

 ・一般向け 

  （日本画、油絵、版画、彫刻、現代表現、漆：平成 23年 7月～ 

9月開催：参加者数 98名） 

 ・サマースクール 

  （日本画、油絵、彫刻、デザイン工芸：平成 23年 7月、8月開

催：参加者数 66名） 

 ・社会人向け工芸・版画技能講座 

a 〔評価理由〕 

生涯学習ニーズへの対応に

ついて優れた取組を実施した

と認められることから、「A」

と評価した。 

 

A 
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中期目標 中期計画 
平成 23年度 公立大学法人広島市立大学による自己評価 評価委員会による評価 

年度計画 評価理由等 記号 評価理由・コメント等 記号 

  （金工、染織、版画：平成 23年 4月～平成 24年 1月開催：参

加者数 15名） 

④シティカレッジへの講座提供 

 （東日本大震災と私たち：平成 23年 10月～11月開催：参加者数 

約 120名） 

⑤SPP（サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト JST補助事

業） 

 （平成 23年 6月～10月実施：参加者数 24名） 

○サテライトキャンパスの設置について、平和研究所の大学敷地内へ

の移転に伴う空きスペースその他候補地の選定等に係る検討を行

った。 

上記に掲げる取組のうち、公開講座の開催及び市民講座への講師派

遣については、開催回数実績及び参加者数実績ともに多く、市民の生

涯学習ニーズへの対応に大きく貢献したことから、優れた取組を実施

したものとして、「a」と評価した。 

 ⑵  「産学公民」連携の推進       

 ア 地域産業界との連携（小

項目） 

(ｱ) 社会連携センターを中

心的な窓口として、企業等

からの受託研究及び企業等

との共同研究に積極的に取

り組む。 

(ｲ) 先進的な ICT システム

の構築により蓄積されたノ

ウハウ等を、技術相談や技

術支援等を通じて企業や地

方自治体等に提供し、高等

教育研究機関としてのリー

ダーシップを発揮する。 

 

 

○受託研究・共同研究の

推進 

○改善策の検討・実施 

 

 

○技術相談支援等の推進 

 小項目評価 

社会連携センターを中心的な窓口として、企業等からの受託研究及

び企業等との共同研究に取り組んだ。また、戦略的かつ積極的に外部

資金を獲得するためには、企業等からの依頼のみに頼ることなく、公

募型の受託研究及び共同研究に対して申請をしていく必要があるこ

とから、平成 24 年 2 月に教員等を対象に研修会を開催し、採択率向

上につながるアドバイス等を紹介した。さらに、総務省「西日本地域

における ICTを利活用した協働教育の推進に関する調査研究」の請負

事業に係る協議会への参画等により、先進的な ICTシステムの構築に

より蓄積されたノウハウ等を企業や地方自治体等に提供した。 

【平成 23年度受託研究・共同研究実績：（ ）内数値は平成 22年度

実績】 

 ・受託研究：①件数：21件（21件）、②研究費計：29,537千円（101,420

千円） 

 ・共同研究：①件数：12件（16件）、②研究費計：33,709千円（44,681

千円）  

以上のように、社会連携センターを中心的な窓口として企業等との

調整を行うとともに、公募型の受託研究及び共同研究の申請に係る研

修会の開催に取り組んだ結果、受託研究及び共同研究について、法人

化初年度で大幅に増加した前年度実績並みの件数を維持したことか

b 〔評価理由〕 

地域産業界との連携につい

て優れた取組を実施したと認

められることから、「A」と評

価した。 

〔コメント〕 

○受託研究、共同研究ともに

積極的な取組が継続されて

いる。 

○情報科学部の意欲的な取組

が見られる。 

A 



項目別評価 18 / 30 
 

中期目標 中期計画 
平成 23年度 公立大学法人広島市立大学による自己評価 評価委員会による評価 

年度計画 評価理由等 記号 評価理由・コメント等 記号 

ら、「b」と評価した。 

 イ 国、地方自治体等との連

携（小項目） 

(ｱ) 附属機関等の委員への

就任、講師の派遣、行政課

題の解決や人材育成等のた

めの共同事業の実施等によ

り、国、地方自治体、特に

広島市との連携強化に取り

組む。 

(ｲ) 広島市職員、小中高等学

校教員等を大学院生、研究

員等として受け入れるな

ど、広島市職員等の研修機

関としての役割を積極的に

果たす。 

(ｳ) 財団法人広島平和文化

センターと連携し、「広島・

長崎講座」や市民向け講座

への協力、平和記念資料館

の展示等への学術支援等を

行うなど、平和の推進に貢

献する。 

(ｴ) 財団法人広島市文化財

団と連携し、広島市現代美

術館との共同事業を行うな

ど、広島市の芸術振興に貢

献する。 

(ｵ) 財団法人広島市産業振

興センターと連携し、ICT

をはじめとした様々な分野

での技術支援を行い、広島

市の産業振興に貢献する。 

 

 

 

 

 

○附属機関等の委員への

就任、講師派遣 

○行政課題の解決、人材

育成等のための共同事

業の実施 

 

 

○広島市職員等を対象と

した研修制度の検討 

○大学事務職員を対象と

した研修の試行的実施 

 

 

○「広島・長崎講座」や

市民向け講座への協

力、平和記念資料館の

調査や展示等への学術

支援等 

 

 

○地域美術館との連携 

 

 

 

 

○ICT関連機関への委員

就任 

○ICT関連講演会への講

師派遣、共同事業の実

施 

○地域自治体や産業界へ

の技術相談支援、イベ

ントへの ICT活用技術

 小項目評価 

○以下の実績のとおり、附属機関等の委員への就任及び講演会への講

師派遣を行った。 

 【平成 23年度実績：（ ）内数値は平成 22年度実績】 

  ①広島市等の審議会委員等への就任【127機関（123機関）】 

  ②講演会への講師派遣【54件（41件）】 

○以下の実績のとおり、広島市その他の行政機関と行政課題解決のた

めの共同事業を実施した。 

 【平成 23年度実績：（ ）内数値は平成 22年度実績】 

  件数：17件（14件）、事業経費：17,197 千円（12,905千円） 

○平成 23年 11月に広島市派遣職員である事務職員を対象にアンケー

ト調査を実施するとともに、当該アンケート結果に基づき、広島市

職員等を対象にした研修の内容、手法等の検討を行った。また、平

成 24年 1月から、事務職員（3名）に対して TOEICの受験を含む英

語研修を試行的に実施した。 

○広島市及び広島市関係団体等における ICT 関連機関の委員に就任し

た（13機関）ほか、地域自治体及び産業界への技術相談支援並びに

イベントへの ICT活用支援を行った（50 件）。 

○平成 23年 5月以降 3回にわたり、「いちだい知のトライアスロン」

関連イベントとして、ひろしま美術館又は広島市現代美術館との共

催により、一般市民も参加可能な公開の講演会及びギャラリートー

クを開催した。また、平成 23 年 8 月以降 3 回にわたり、広島市現

代美術館においてキッズキャンパスの鑑賞プログラム・ワークショ

ップを開催した。 

○芸術学部及び芸術学研究科では、広島市内の公民館との連携による

公開講座、尾道市での現代アートを通じた地域活性化プロジェクト

「広島アートプロジェクト」の開催など、地域社会等との連携によ

る地域展開型の芸術プロジェクトを実施した。 

○平和研究所では、以下のとおり、「広島・長崎講座」や市民向け講

座への協力、平和記念資料館の展示等の学術支援等を行った。 

 【平成 23年度実績：（ ）内数値は平成 22年度実績】 

  ①審議機関等の委員等への就任【3機関（3機関）】 

  ②「広島・長崎講座」への協力【10講座（4講座）】 

  ③市民向け講座への協力【6回（6回）】 

以上のように、広島市の「知」の拠点として、特に広島市と連携し、

a 〔評価理由〕 

国、地方自治体等との連携

について優れた取組を実施し

たと認められることから、「A」

と評価した。 

 

A 
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中期目標 中期計画 
平成 23年度 公立大学法人広島市立大学による自己評価 評価委員会による評価 

年度計画 評価理由等 記号 評価理由・コメント等 記号 

 

(ｶ) 地域社会等と連携し、地

域展開型の芸術プロジェク

トを積極的に推進する。 

支援 

○地域展開型の芸術プロ

ジェクトの実施 

施策提言及び立案、技術供与等を通じた行政課題の解決等に積極的に

取り組み、広島市の平和の推進、産業振興及び芸術振興に大きく貢献

したことから、優れた取組を実施したものとして、「a」と評価した。 

 

 ウ 学術機関及び研究機関と

の連携（小項目） 

(ｱ) 国際学部及び国際学研

究科では、国内外の研究者

との共同研究やプロジェク

ト研究等への参画を推進す

るとともに、研究交流を通

じて、海外学術交流協定大

学との連携強化に取り組

む。また、関係機関と連携

し、公開講座やインターン

シップ等の充実を図る。 

(ｲ) 情報科学部及び情報科

学研究科では、広島大学、

広島工業大学との連携プロ

グラム「医療・情報・工学

連携による学部・大学院連

結型情報医工学プログラム

構築と人材育成」（平成 21

年度(2009年度)文部科学省

採択事業）を推進し、情報

科学、医学、工学の知識を

有した人材を育成する。 

(ｳ) 芸術学部及び芸術学研

究科では、卒業修了制作展

の開催等を通じ、広島市現

代美術館等の地域の美術館

との連携強化に取り組む。 

(ｴ) 平和研究所では、国内外

の大学及び研究機関との連

携を一層強化するため、共

同研究の実施やプロジェク

 

 

○共同研究、プロジェク

ト研究等への参画の推

進 

○研究交流を通じた海外

学術交流協定大学との

連携強化 

○関係機関との連携によ

る公開講座、インター

ンシップの充実 

 

○情報医工学プログラム

の実施、プログラム履

修生の育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

○広島市現代美術館にお

ける卒業修了制作展の

開催 

 

 

○共同研究の実施やプロ

ジェクト研究等への参

画を通じた研究交流の

推進 

 小項目評価 

○国際学部及び国際学研究科では、国内外の研究者との共同研究(63

件)及びプロジェクト研究(17 件)に参加した。また、海外学術交流

協定大学である西南大学（中国）と日本・中国・韓国の伝統的価値

観に関する共同研究を実施するとともに、当該研究成果を叢書とし

て発刊した。さらに、広島市関連団体や他の自治体等が主催する公

開講座、講演等（53件）に、教員が講師として参加した。 

○情報科学部及び情報科学研究科では、広島大学、広島工業大学との

連携プログラム「医療・情報・工学連携による学部・大学院連結型

情報医工学プログラム構築と人材育成」（平成 21 年度(2009 年度)

文部科学省採択事業）を実施した。 

○広島市現代美術館等の地域の美術館との連携強化を図るため、平成

23 年 5 月以降 3 回にわたり、「いちだい知のトライアスロン」関連

イベントとして、ひろしま美術館又は広島市現代美術館との共催に

より一般市民も参加可能な公開の講演会及びギャラリートークを

開催した。また、芸術学部及び芸術学研究科では、平成 24 年 3 月

に広島市現代美術館において第 15 回芸術学部卒業・修了作品展を

開催した。 

○平和研究所では、国内外の大学及び研究機関との連携を一層強化す

るため、共同研究の実施やプロジェクト研究等への積極的な参画を

通じた研究交流を推進した。 

以上のように、学術機関及び研究機関との連携強化に係る取組を計

画どおり着実に実施したことから、「b」と評価した。 

 

b 〔評価理由〕 

学術機関及び研究機関との

連携強化についての取組を計

画どおり着実に実施したと認

められることから、「B」と評

価した。 

 

B 
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中期目標 中期計画 
平成 23年度 公立大学法人広島市立大学による自己評価 評価委員会による評価 

年度計画 評価理由等 記号 評価理由・コメント等 記号 

ト研究等への参画を通じた

研究交流を積極的に推進す

る。 

 エ 小中高等学校等との連携

（小項目） 

(ｱ) 市内の小中高等学校に

対する学習支援、教員のリ

フレッシュ教育（大学、大

学院等の高等教育機関が、

職業人に職業上の知識、技

術を新たに修得させること

を目的とした事業をいう。）

等に取り組む。 

(ｲ) 広島市職員、小中高等学

校教員等を大学院生、研究

員等として受け入れるな

ど、広島市職員等の研修機

関としての役割を積極的に

果たす。（再掲） 

 

 

○市内の小中高等学校に

対する学習支援の実施 

 

 

 

 

 

 

○広島市職員等を対象と

した研修制度の検討 

○大学事務局職員を対象

とした研修の試行的実

施 

 小項目評価 

○小学生に高度で発展的な情報科学の先端に直接触れる機会を提供

するプログラム「未来の科学者養成講座」を開催したほか、中高校

生を対象にした日本画・油絵・彫刻・デザイン工芸に係る講座を開

催するなど、市内の小中高等学校に対する学習支援を行った。 

○平成 23年 11月に大学事務職員を対象に、大学独自の研修を検討す

るためのアンケート調査を実施し、当該アンケート結果に基づき、

小中高等学校教員等を対象にした研修の内容、手法等の検討を行う

とともに、教育委員会との協議、調整を行った。 

以上のように、小中高等学校等との連携強化を図るための取組を計

画どおり着実に実施したことから、「b」と評価した。 

 

b 〔評価理由〕 

小中高等学校との連携強化

を図るための取組を計画どお

り着実に実施したと認められ

ることから、「B」と評価した。 

 

B 

 ⑶  社会連携センターの機能

の充実 

      

 ア 社会連携センターの体制

整備（小項目） 

多様化する「産学公民」

連携のニーズに迅速に対応

し、効果的に事業を実施す

るための組織体制を整備す

る。 

 

 

○組織体制の整備 

 小項目評価 

平成 23 年 4 月、知的財産を担当する特任教員 1 名を配置するとと

もに、社会連携センター事務局職員を 1名増員したほか、社会連携セ

ンター事務局機能を集約して、窓口を一本化した。  

以上のように、組織体制の強化と機能集約により、多様化する「産

学公民」連携のニーズへの迅速かつ的確な対応が可能になったことか

ら、優れた取組を実施したものとして、「a」と評価した。 

a 〔評価理由〕 

社会連携センターの体制整

備について優れた取組を実施

したと認められることから、

「A」と評価した。 

〔コメント〕 

○社会連携センターの体制整

備は、法人化の目玉の一つ

であり、有効に機能してい

る。 

A 

 イ 学部及び研究科の「産学

公民」連携や社会貢献の取

組に対する支援（小項目） 

(ｱ) 展示会への出展やメー

ルマガジンの配信等様々な

 

 

 

○展示会への出展等の広

報活動、技術相談の実

 小項目評価 

○以下の実績のとおり、展示会への出展等の広報活動や技術相談の実

施等を通じて、研究成果や知的財産等の内容を積極的に発信すると

ともに、地域住民、産業界、行政等のニーズとのマッチングを行っ

た。 

b 〔評価理由〕 

「産学公民」連携の強化や

社会貢献の推進のための取組

を計画どおり着実に実施した

と認められることから、「B」

B 
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中期目標 中期計画 
平成 23年度 公立大学法人広島市立大学による自己評価 評価委員会による評価 

年度計画 評価理由等 記号 評価理由・コメント等 記号 

広報活動を通じて、研究成

果や知的財産等の内容を積

極的に発信するとともに、

地域住民、産業界、行政等

のニーズとのマッチングを

行う。 

(ｲ) 「産学公民」連携推進の

ためのセミナーや大学と地

域住民、産業界、行政等と

の交流促進を目的としたフ

ォーラム等を開催する。 

(ｳ) 学外の関係機関等と連

携した教育研究活動等を支

援する。 

(ｴ) 地域住民や行政等が抱

える課題の解決への貢献を

目的とした「社会連携プロ

ジェクト」を学内で公募し、

その取組を支援する。 

施 

 

 

 

 

 

○セミナー、フォーラム

等の開催 

○改善策の検討・実施 

 

 

○学外研究機関との教育

研究活動等の支援 

 

○社会連携プロジェクト

の公募、取組支援 

 【平成 23年度展示会等出展実績】 

  ①平成 23年 8月 25日：インテレクチャルカフェ開催（於：広島） 

  ②平成 23年 9月 15日：ひろしまビジネスマッチングフェア 2011

出展（於：広島） 

  ③平成 23 年 9 月 21 日～22 日：イノベーションジャパン 2011 出

展（於：東京） 

  ④平成 23年 10月 26日～28日：ひろしま IT総合展出展（於：広

島） 

  ⑤平成 23年 11月 2日：産学連携フェア（於：広島） 

  ⑥平成 23 年 11 月 25 日：西風新都プロモーションセミナー出展

（於：東京） 

  ⑦社会連携コーディネーター及び産学連携コーディネーターに

よる技術相談の実施 

   （随時：平成 23年度相談件数：54 件（平成 22年度：48件）） 

○「産学公民」連携推進のためのセミナーや大学と地域住民、産業界、

行政等との交流促進を目的としたフォーラム等を開催したほか、前

年度の開催実績等を踏まえ、開催準備業務の効率化及び来場者数の

増加を図るため、リエゾンフェスタ 2011 及び広島市役所での研究

紹介展の開催時期を近づけるなどの見直しを行った。 

○「ひろしま医工連携・先進医療イノベーション拠点事業（代表：広

島大学）」の研究設備の整備を支援するなど、学外研究機関との教

育研究活動等の支援を行ったほか、「広域大学知的財産アドバイザ

ー派遣事業」に参加し、広域連携ネットワークづくりに努めた。 

○地域住民や行政等が抱える課題の解決への貢献を目的とした「社会

連携プロジェクト」を学内で公募し、その取組を支援した。 

 【平成 23年度実績：（ ）内数値は平成 22年度実績】 

  応募件数：9件（13件）、応募総額：7,487 千円（9,443千円） 

  採択件数：8件（10件）、採択総額：4,570 千円（5,258千円） 

  （採択件数 8件のうち、2件 1,571千円は、市政貢献プロジェク

トとして実施） 

以上のように、「産学公民」連携の強化や社会貢献の推進のための

取組を計画どおり着実に実施したことから、「b」と評価した。 

と評価した。 

 

 ウ 研究成果、学内資源等の

活用（小項目） 

知的財産の創出に取り組

むとともに、学内資源等を

 

 

○知的財産の創出の推進 

○「社会連携ポリシー」

 小項目評価 

平成 23 年 4 月に知的財産担当の特任教員 1 名を配置したほか、以

下の実績のとおり、知的財産の創出に取り組むとともに、知的財産に

係る業務知識の向上を図るため、平成 23年 8月及び 10月に教職員を

a 〔評価理由〕 

研究成果、学内資源等の活

用について優れた取組を実施

したと認められることから、

A 
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適切に管理し、最大限活用

するため、社会連携の基本

方針を定めた「社会連携ポ

リシー」を策定する。 

の策定 

 

対象とした研修会を開催した。また、学内資源等を適切に管理し、最

大限活用するため、社会連携の基本方針を定めた「社会連携ポリシー」

を策定した。 

【平成 23年度特許出願等実績：（ ）内数値は平成 22年度実績】 

 特許出願：14件（1 件）、審査請求：3 件（4件）、特許登録：5件

（5件）、特許を受ける権利の譲渡：2 件（0件） 

以上のように、研修会の開催による教職員の知的財産に係る業務知

識が向上したことに加え、特許出願件数が前年度と比較して大幅に増

加するなどの成果を得ることができたことから、優れた取組を実施し

たものとして、「a」と評価した。 

「A」と評価した。 

 

 

 

 

 

エ 学生の育成（小項目） 

「学生による社会貢献型

自主プロジェクト」事業を

実施し、学生に自主性や問

題解決能力を身に付けさせ

る。 

 

○「学生による社会貢献

型自主プロジェクト」

事業の実施 

 小項目評価 

学生に自主性や問題解決能力を身に付けさせるため、以下の実績の

とおり、「学生による社会貢献型自主プロジェクト」事業を実施した。  

【平成 23年度実績：（ ）内数値は平成 22年度実績】 

 ①応募件数：6件（6件）、応募総額：548千円（532千円） 

 ②採択件数：6件（5件）、採択総額：500千円（433千円） 

以上のように、学生を育成するための取組を計画どおり着実に実施

したことから、「b」と評価した。 

b 〔評価理由〕 

学生の育成について優れた

取組を実施したと認められる

ことから、「A」と評価した。 

〔コメント〕 

○この活動自体ユニークであ

り、学生、教員共にそれに

積極的に取り組んでいる。 

○新聞記事等の報道実績を見

ると、学生は自主性をもっ

て研究、制作発表、社会的

活動を行っている。また、

数々の受賞など、社会的に

も高く評価されている。 

○それらの活動を支える教員

等の指導も高く評価され

る。 

A 

５ 国際交流に関する

目標 

海外学術交流協定

大学との人材交流を

積極的に展開すると

ともに、留学生への支

援体制の充実を図る。 

５ 国際交流（大項目）  大項目評価 

大学教育のグローバル化の推進が求められる中、海外の学術交流協定

大学を対象にした推薦入試制度の導入や、レンヌ第 2 大学（フランス）

との学術交流協定の締結は、全学を挙げて取り組んだ成果であり、中期

計画に掲げる「海外学術交流協定大学との人材交流の積極的な展開」に

大きく貢献するものであること、また、派遣学生数及び受入学生数の増

加に寄与するものであることから、優れた取組を実施したものとして、

「a」と評価した。 

a 〔評価理由〕 

国際交流全般に関する取組 

を計画どおり着実に実施した

と認められることから、「B」

と評価した。 

〔コメント〕 

○努力の跡はうかがえ、成果

も一定の評価ができるが、

教員・学生の国際的構成や

B 

   

金田 
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中期目標 中期計画 
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年度計画 評価理由等 記号 評価理由・コメント等 記号 

カリキュラムの国際水準化

には一層の工夫が必要であ

る。 

○広島には地域に根ざした特

殊な個性があり、世界に発

信できる。そういう意味で

は、もっとレベルを上げて

頑張ってほしい。 

 ⑴ 海外学術交流協定大学と

の人材交流の積極的な展開

（小項目） 

ア  各学部の特色を十分に生

かし、海外学術交流協定大

学の学生にとって魅力ある

受入校となるための取組を

進め、受入学生数を増やす。 

 

イ  学生及び教員のニーズを

探りながら、魅力ある海外

の大学との新たな学術交流

協定の締結に取り組み、派

遣学生数を増やす。 

 

 

 

○受入学生増加のための

対応策の検討 

○留学生アドバイザー制

度の試行実施に合わせ

た受入環境等に係る留

学生の要望の調査 

○新規協定校開拓のため

の対応策の検討 

○協定締結に向けた相手

校との具体的な交渉 

 小項目評価 

○受入学生増加のための対応策を検討し、平成 24 年度秋季入学試験

から国際学研究科において、海外の学術交流協定大学を対象とした

推薦入試制度を導入することにした。また、学長指定研究における

留学生アドバイザー制度の試行実施に合わせて、受入環境等に係る

留学生の要望の調査を行った。 

○平成 23年 4月から平成 24年 1月にかけて、全学生に対し留学先の

希望に関するアンケートを実施した。また、学生から需要の高いヨ

ーロッパの大学であるレンヌ第 2大学と学術交流協定を締結したほ

か、キングストン大学（イギリス）と学術交流協定の締結に向けた

本格的な協議を開始した。さらに、学術交流協定大学である西京大

学（韓国）と協議し、平成 24 年 8 月から本学学生を対象に西京大

学のプログラムである「韓国文化・言語短期特別研修プログラム」

を受講することにした。 

上記の取組のうち、レンヌ第 2大学との協定締結については、中期

計画に掲げる「魅力ある海外の大学との新たな学術交流協定の締結」

を実現したものであり、また、海外の学術交流協定大学を対象とした

推薦入試制度の導入及び西京大学のプログラム受講については、派遣

学生数及び受入学生数の増加に大きく貢献するものであることから、

優れた取組を実施したものとして、「a」と評価した。 

a 〔評価理由〕 

海外学術交流協定大学との

人材交流を積極的に展開する

ための取組を計画どおり着実

に実施したと認められること

から、「B」と評価した。 

〔コメント〕 

○日本中の大学が国際化に向

け、学生・教員の受入れ、

派遣に血のにじむ努力をし

ている。一つ二つの交流協

定締結で満足せず頑張って

ほしい。 

○ここに平和研究所の記述が

ないのは寂しい。平和研究

所が関わって、グローバル

な交流があってもよいので

はないか。 

○英語による授業がたくさん

あり、学位が取れるなら、

世界中から学生を誘引する

効果があると思う。この点

を更に充実させてほしい。 

B 

 ⑵  留学生への支援体制の充

実（小項目） 

ア 国際的に魅力ある留学生

受入れプログラムを整備

し、独立行政法人日本学生

 

 

○留学生受入プログラム

の検討 

 

 小項目評価 

○夏期集中講座「HIROSHIMA and PEACE」について、独立行政法人日

本学生支援機構による「平成 23 年度留学生交流支援制度」の奨学

金を申請した（奨学金採用者数：18 名 奨学金の額：1 名につき 8

万円）。 

b 〔評価理由〕 

留学生への支援体制の充実

を図るための取組を計画どお

り着実に実施したと認められ

ることから、「B」と評価した。 

B 

最上 

金田 
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中期目標 中期計画 
平成 23年度 公立大学法人広島市立大学による自己評価 評価委員会による評価 

年度計画 評価理由等 記号 評価理由・コメント等 記号 

支援機構の留学生交流支援

制度等の奨学金を申請す

る。 

イ 国際交流に関する専任ス

タッフの配置等により、留

学生の進学、就職相談等の

留学生支援体制の充実を図

る。 

ウ 留学生の様々なニーズに

応じた助言やサポートを行

うため、アドバイザー制度

等を整備する。 

エ 海外に留学した学生の体

験談等をデータベース化

し、海外留学希望者に情報

を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○留学生アドバイザー制

度等の試行実施 

 

 

 

 

○学長指定研究により、留学経験のある学生を中心に留学生の様々な

ニーズに応じた助言やサポートを行う「留学生アドバイザー制度」

を試行的に実施した。 

以上のように、留学生への支援体制の充実を図るための取組を計画

どおり着実に実施したことから、「b」と評価した。 

 

 

第３ 業務運営の改善

及び効率化に関する

目標 

第３ 業務運営の改善及び効率

化に関する目標を達成するた

めとるべき措置（大項目） 

 大項目評価 

事務処理の効率化及び適正化に大きく貢献した取組として優れたもの

と評価した大学運営に係る提案の募集を始めとして、中期計画に掲げる

重点取組項目である「戦略的かつ機動的な大学運営」を行うための事務

局組織体制の更なる強化など、業務運営の改善及び効率化を図るための

取組を計画どおり着実に実施したことから、「b」と評価した。 

b 〔評価理由〕 

業務運営の改善及び効率化

全般について優れた取組を実

施したと認められることか

ら、「A」と評価した。 

〔コメント〕 

○この時点でやるべきこと、

なし得ることは全てやって

いると思われる。 

○法人化により、効果的な運

営ができている。 

A 

１ 運営体制に関する

目標 

⑴  機動的な運営体制

の構築 

理事長（学長）が

リーダーシップを発

揮できる意思決定シ

ステムの構築等によ

り、全学的かつ中長

１ 運営体制（小項目） 

 

⑴  機動的な運営体制の構築 

ア 理事長を補佐する理事の

役割分担を明確にするとと

もに、理事長及び理事を支

援する事務組織体制を整備

する。 

イ 理事長、理事、学部長等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小項目評価 

＜社会に開かれた大学づくりの推進＞ 

○学部、附属施設等の発行する出版物のデザインを向上させるため、

平成 23 年 12 月及び平成 24 年 2 月に教職員及び学生を対象とした

研修会「広報スキルアップセミナー」を開催した。 

○教授会及び各委員会等における審議事項及び次年度に向けた課題

等のほか、入試・就職状況及び教職員数・学生数等のデータを掲載

した年報（公立大学法人広島市立大学の概要）を作成した。 

○各種イベントのチラシ等の本学の刊行物に関するデータベースを

b 〔評価理由〕 

運営体制について優れた取

組を実施したと認められるこ

とから、「A」と評価した。 

〔コメント〕 

○教員の採用や事務組織体制

など、組織改革後の運用実

績などを見ると十分に機能

していることがうかがえ

A 
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中期目標 中期計画 
平成 23年度 公立大学法人広島市立大学による自己評価 評価委員会による評価 

年度計画 評価理由等 記号 評価理由・コメント等 記号 

期的視点から戦略的

かつ機動的な大学運

営を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵  社会に開かれた大

学づくりの推進 

積極的な広報や大

学運営への学外有識

者の参画により、社

会に開かれた大学づ

くりを推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶  監査制度の活用に

よる法人業務の適正

処理の確保等 

公立大学法人の監

が定期的に協議し、幅広く

意見を収集するための仕組

みを構築する。 

ウ 全学的かつ中長期的視点

から戦略的かつ機動的に人

員配置、予算配分等を行う

仕組みを構築する。 

エ 教職員が一体となって企

画・立案・実施に参画する

大学運営の仕組みを構築す

る。 

⑵  社会に開かれた大学づく

りの推進 

ア 積極的な広報 

(ｱ)  ホームページの内容の

充実を図るとともに、管理

及び運用のためのルール

を整備する。（再掲） 

(ｲ) 全学的視点から積極的

な広報を行うための体制

を整備する。 

 

(ｳ) 大学の「年報」を作成す

る。 

(ｴ) 刊行物のデータベース

を構築し、ホームページ

等で公開する。 

イ  大学運営への学外有識者

の参画 

理事や経営協議会の委員

に学外有識者を積極的に登

用する。 

⑶  監査制度の活用による法

人業務の適正処理の確保等 

ア 会計監査人の協力を得

て、監事を中心とした実効

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○学部、附属施設等の発

行する出版物のデザイ

ンを向上させるための

仕組みの構築 

○「年報」の作成 

 

○刊行物のデータベース

の構築、ホームページ

での公開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成し、ウェブサイトに掲載した。 

＜監査制度の活用による法人業務の適正処理の確保等＞ 

○会計監査人からのマネジメントレターによる指摘等に基づいた検

証を行うとともに、対応策を検討し大学運営の改善に反映させた。 

以上のように、教授会及び各委員会等における審議事項及び次年度

に向けた課題等を掲載するほか、入学試験実施状況や教職員数・学生

数等のデータを掲載することにより、7 年に 1 回行われる認証評価機

関への対応のみならず、事務引継等への活用も可能な構成にしたこと

により、優れた取組を実施したものと評価した年報の作成を始めとし

て、運営体制に係る取組を計画どおり着実に実施したことから、「b」

と評価した。 

 

る。 平澤 
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中期目標 中期計画 
平成 23年度 公立大学法人広島市立大学による自己評価 評価委員会による評価 

年度計画 評価理由等 記号 評価理由・コメント等 記号 

査制度を活用し、法

人業務の適正処理の

確保及び大学運営の

改善に努める。 

性のある監査体制を整備す

る。 

イ 監査結果を大学運営の改

善に反映させる仕組みを構

築する。 

 

 

○監査結果を大学運営の

改善に反映させる仕組

みの検討 

 

 

２ 人事に関する目標 

広島市立大学の教

育研究、社会貢献等を

活性化させるため、公

立大学法人制度の利

点を生かした柔軟な

人事制度や多面的な

教員評価制度を構築

する。 

２ 人事（小項目） 

⑴  柔軟な人事制度の構築 

ア 特任教員等の任用制度を

導入する。 

イ 裁量労働制を導入する。 

ウ 兼職・兼業に係る許可基

準を新たに作成する。 

⑵ 教員評価制度の構築 

ア 教員活動情報の外部への

公開を前提とした多面的

な視点による教員評価制

度を導入する。 

イ 教員評価の結果を人事等

に反映させる仕組みを構築

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

３ 事務処理に関する

目標 

業務内容の変化に

柔軟に対応し、定期的

な業務改善や事務組

織の見直し等に取り

組むことにより、効果

的かつ効率的な事務

処理に努める。 

３ 事務処理（小項目） 

⑴  事務処理の内容及び方法

について、定期的な点検を

実施し、必要に応じて改善

を行う。 

⑵  業務内容の変化に柔軟に

対応し、効果的かつ効率的

な事務処理ができるよう、

事務組織の定期的な見直し

を行う。 

⑶  全学的な課題等について

組織横断的に取り組むため

の体制を整備する。 

 

○事務処理の内容及び方

法に係る点検の実施 

 

 

○事務組織の定期的な見

直し 

 

 

 

 

 小項目評価 

○「効果的かつ効率的な事務処理」及び「職員の意識改革」を目的と

して、大学運営に係る提案を職員から募り、理事長、理事、副理事

及び事務局各室長で構成する理事会連絡会議において提案内容に

係る審議を行った。 

○法人化後 2年が経過したことによる実績を踏まえ、事務局組織体制

の見直しを行った結果、以下のとおり、平成 24 年度に組織改正を

行うことにした。 

 ①企画室と総務財務室（財務グループ）を統合して企画経営室を設

置し、専任の室長を配置 

 ②総務財務室（総務グループ）と教育研究支援室を統合して総務室

を設置 

上記の取組のうち、大学運営に係る提案の募集について、職員から

の提案に基づき、職務権限や旅費支給制度の抜本的な見直しを行うな

a 〔評価理由〕 

事務処理の効率化及び適正

化について優れた取組を実施

したと認められることから、

「A」と評価した。 

 

A 
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中期目標 中期計画 
平成 23年度 公立大学法人広島市立大学による自己評価 評価委員会による評価 

年度計画 評価理由等 記号 評価理由・コメント等 記号 

ど、事務処理の効率化及び適正化に大きく貢献したことから、優れた

取組を実施したものとして、「a」と評価した。 

第４ 財務内容の改善

に関する目標 

第４ 財務内容の改善に関する

目標を達成するためとるべき

措置（大項目） 

 大項目評価 

学内施設の使用及び携帯アンテナ等の設置等による自己収入の増加を

図るための取組並びに職員配置の見直し等による管理経費の抑制を図る

ための取組を計画どおり着実に実施した。 

特に、管理経費の抑制を図るための取組として、全学的に省エネルギ

ー対策を講じた結果、特に電気代及びガス代等の光熱水費において、前

年度比較で約 1,400万円（実質節減額：平成 23年度平均単価で算出）の

大幅な節減につながるなど、十分な成果を得ることができた。 

したがって、優れた取組を実施したものとして、「a」と評価した。 

a 〔評価理由〕 

財務内容の改善全般につい

て優れた取組を実施したと認

められることから、「A」と評

価した。 

〔コメント〕 

○自助努力による収支改善度

合いが端的に評価できる会

計上の仕組み（管理会計）

の工夫が必要である。 

A 

１ 自己収入の増加 

教育研究環境を向

上させるため、外部資

金の積極的な獲得に

取り組むなど、自己収

入の増加を図る。 

１ 自己収入の増加（小項目） 

⑴  外部資金の獲得に取り組

むため、外部資金に関する情

報収集や申請、受入等に対す

る支援体制を強化する。 

⑵  公開講座の拡充や大学が

保有する施設、設備、機器、

作品等の活用により、多様な

収入の確保を図る。 

⑶  授業料等学生納付金をは

じめとする業務に関する料

金について、他大学の動向や

社会経済情勢、法人の収支状

況等を考慮した適切な料金

設定を行う。 

 

 

 

 

 

○多様な収入の確保 

 

 

 

○授業料等の料金設定の

検証 

 小項目評価 

①学生会館の ATM 設置及び情報科学部棟の携帯・PHS アンテナ設置

の年間貸付による収入、②講堂、講義室及び運動場の一時貸付による

収入、③自動販売機等の設置による収入など、多様な収入の確保を図

るとともに、他大学における状況を調査しながら授業料等の料金設定

の検証を行うなど、自己収入の増加を図るための取組を計画どおり着

実に実施したことから、「b」と評価した。 

 

b 〔評価理由〕 

自己収入の増加を図るため

の取組を計画どおり着実に実

施したと認められることか

ら、「B」と評価した。 

 

B 

２ 管理経費の抑制 

全学的視点から、業

務運営の効率化、人員

配置の適正化等に努

め、管理経費の抑制を

図る。 

 

 

 

２ 管理経費の抑制（小項目） 

⑴  ICT の活用による業務の効

率化、光熱水費等の節減、教

職員一人一人のコスト意識

を高めるための研修の実施

等により管理経費の抑制を

図る。 

⑵  教育研究水準の維持向上

に配慮しながら、組織運営の

 

○省エネルギー対策の啓

発、管理経費の抑制 

 

 

 

 

○教職員配置等の見直し 

 

 小項目評価 

以下の実績のとおり、省エネルギー対策に係る啓発等による光熱水

費の節減に取り組んだ。また、事務局の組織改正に合わせて職員配置

の見直しを行うとともに、事務局各部署の業務負荷を見ながら兼務に

よる応援体制を組むなど職員の適正かつ弾力的な人員配置を行った。 

【平成 23年度取組実績】 

  ①平成 23年 6月：省エネルギー対策への取組を全学的に啓発 

  ②平成 23年 6月：適切な夜間照明の調査及び改善 

 ③平成 23 年 8 月：「CO2 削減・節電ポテンシャル診断」を受け、

a 〔評価理由〕 

管理経費の抑制について優

れた取組を実施したと認めら

れることから、「A」と評価し

た。 

〔コメント〕 

○全体予算に占める光熱水費

の割合はそう多くはないで

あろうが、いろいろな工夫

A 
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中期目標 中期計画 
平成 23年度 公立大学法人広島市立大学による自己評価 評価委員会による評価 

年度計画 評価理由等 記号 評価理由・コメント等 記号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 自己点検及び評

価に関する目標 

効率化、非常勤教職員も含め

た人員配置等について、定期

的な見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 自己点検及び評価に関す

る目標を達成するためとるべ

き措置（大項目）（小項目） 

コスト削減箇所の把握を実施 

  ＜節減効果 ※実質節減額については、平成 23 年度平均単価 

で算出＞ 

     ・電気料金 

       節電の励行等により、年間使用量において、前年度比較で約 

5％（約 31万 kwh、実質節減額は約 510万円）の節電効果を 

得ることができた。 

     ・ガス料金 

       より一層の適切な空調管理の励行及び平成 22年 10月のガス 

空調機器のリニューアル効果等により、年間使用量におい 

て、前年度比較で約 14％（約 7 万㎥、実質節減額は約 850 

万円)の節ガス効果を得ることができた。 

 ④平成 23年 9月：一部女子トイレ照明の LED化及び節水対策 

 ⑤平成 23年 10月：各学部棟ホールの電球型照明の一部 LED化 

  ⑥平成 24年 2月：一部女子トイレ照明の LED化及び節水対策  

以上のように、省エネルギー対策の啓発や職員配置の見直しなど、

管理経費の抑制を図るための取組を計画どおり着実に実施した。その

結果、特に電気代及びガス代等の光熱水費において、前年度比較で約

1,400万円の大幅な節減につながったことから、「a」と評価した。 

をして細かい取組を重ね、

節減に努めている。 

大項目評価 

自己点検及び自己評価方法の確立、自己評価及び第三者機関による評

価に関する情報のウェブサイトでの公開等、自己点検及び評価に関する

取組を計画どおり着実に実施したことから、「b」と評価した。 

b 〔評価理由〕 

自己点検及び評価全般につ

いて優れた取組を実施したと

認められることから、「A」と

評価した。 

A 

自己点検、自己評価及

び第三者機関による評

価を定期的に実施する

ことにより、大学運営の

改善に努める。また、評

価に関する情報を積極

的に公開する。 

１ 定期的に自己点検及び自己

評価を行う体制を整備する。 

 

 

２ 自己点検、自己評価及び第三

者機関による評価の結果を、大

学運営の改善のために活用す

る仕組みを構築する。 

３ 自己評価及び第三者機関に

よる評価に関する情報をホー

ムページ等で積極的に公開す

る。 

○自己点検及び自己評価

方法の確立 

○評価結果の積極的な公

表 

 

 

 

 

○評価結果のホームペー

ジ等での公開 

 

 

 小項目評価 

○以下の実績のとおり、自己点検及び自己評価方法を確立するととも

に、当該点検及び評価に係る取組を実施した。 

 【平成 23年度取組実績】 

  ①平成 23年 4月：各学部等において、平成 22年度計画に対する

自己評価を実施した。 

  ②平成 23年 5月・6月：各学部等における自己評価結果に基づき、

理事長及び学内理事において、全学的な自己評価を実施し、6

月開催の自己評価委員会、教育研究評議会、経営協議会及び理

事会において評価結果について審議・決定した。 

  ③平成 23年 11月：平成 23年度計画について、中間期（9月末）

における業務実施状況を把握するとともに、必要に応じて指導

b 〔評価理由〕 

自己点検及び評価方法等に

ついて優れた取組を実施した

と認められることから、「A」

と評価した。 

〔コメント〕 

○自己点検評価の方法を明確

にし、点検評価事業を整合

的に実施し、これらを公表

し得たことは高く評価して

よい。また、このことは中

期目標・中期計画の 2 年目

A 
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中期目標 中期計画 
平成 23年度 公立大学法人広島市立大学による自己評価 評価委員会による評価 

年度計画 評価理由等 記号 評価理由・コメント等 記号 

４ 教員活動情報の外部への公

開を前提とした多面的な視点

による教員評価制度を導入す

る。（再掲） 

５ 教員評価の結果を人事等に

反映させる仕組みを構築する。

（再掲） 

 

 

 

 

 

等を行った。 

  ④平成 24年 3月：平成 24年度計画策定に当たっての参考として、

平成 23 年度計画に対する業務実施状況を把握するための調査

等を行った。  

○平成 23年 7月に、平成 22年度計画に対する自己評価結果及び決算

報告書等で構成する業務実績報告書を、平成 23 年 9 月に、広島市

公立大学法人評価委員会による平成 22 年度業務実績に係る評価結

果を、それぞれウェブサイトに公開した。 

以上のように、自己点検及び自己評価方法の確立並びに評価結果の

公表に係る取組を計画どおり着実に実施したことから、「b」と評価し

た。 

をクリアしたということで

あり、目標達成に向けて着

実に前進しているといえ

る。 

○自己点検及び評価の実施に

当たり、多方面からの調査

検討をし、優れた取組を実

施したと認められる。 

○この時点でやるべきこと、

なし得ることは全てやって

いると思われる。 

○自己点検評価結果を踏ま

え、効果的な見直しや新た

な取組が積極的に行われて

いる。本来なら「S」として

も良い。 

第６ その他業務運営

に関する重要目標 

第６ その他業務運営に関する

重要目標を達成するためとる

べき措置（大項目） 

 大項目評価 

教職員の安全衛生に係る講習会の開催や職場巡視等の実施、ハラスメ

ントの防止のための教職員を対象とした講演会の開催や学生へのチラシ

の配布等、安全で良好な教育研究環境を確保するための取組並びに電気

錠の更新等の施設及び設備の適切な維持管理に係る取組を計画どおり着

実に実施したことから、「b」と評価した。 

b 〔評価理由〕 

その他業務運営に関する重

要目標を達成するための取組

を計画どおり着実に実施した

と認められることから、「B」

と評価した。 

〔コメント〕 

○安全で良好な環境整備に対

する細やかな気配りがなさ

れている。 

○特にハラスメントに関して

多面的な対策を講じた点に

ついて評価できる。 

B 

１ 施設及び設備の適

切な維持管理等 

  快適なキャンパス

環境を確保するため、

既存の施設及び設備

の適切な維持管理と

有効活用、機能拡充の

１ 施設及び設備の適切な維持

管理等（小項目） 

⑴  施設及び設備の効率的な

維持管理を行うとともに、そ

の利用状況を把握し、有効活

用を図る。 

⑵  教育研究機能の充実を図

 

 

○施設・設備の効率的な

維持管理の実施 

 

 

 

 小項目評価 

以下の実績のとおり、施設・設備の効率的な維持管理を実施した。 

【平成 23年度取組実績】 

①平成 23年 7月・8月：電気錠の更新に伴うプロジェクトチーム

による仕様書の内容の検討 

②平成 23年 9月：日没時間が早まることに伴う、夜間照明の点灯

時間の適正化 

b 〔評価理由〕 

施設及び設備の適切な維持

管理等についての取組を計画

どおり着実に実施したと認め

られることから、「B」と評価

した。 

 

B 

平澤 
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中期目標 中期計画 
平成 23年度 公立大学法人広島市立大学による自己評価 評価委員会による評価 

年度計画 評価理由等 記号 評価理由・コメント等 記号 

ための施設及び設備

の整備に取り組む。 

るため、未利用の大学隣接地

へのセミナーハウス、学生

寮、留学生受入施設等の新た

な施設整備について検討す

る。 

③平成 23年 11月：電気錠の更新契約締結 

④平成 24 年 2 月：学内施設活用委員会におけるトラック&フィー

ルドの貸付方針の検討 

以上のように、施設・設備の適切な維持管理等に係る取組を計画ど

おり着実に実施したことから、「b」と評価した。 

２ 安全で良好な教育

研究環境の確保 

学生や教職員の安

全衛生管理、人権に関

する意識の向上を図

るとともに、災害等不

測の事態に適切に対

応できる体制の整備

に取り組むことによ

り、安全で良好な教育

研究環境を確保する。 

２ 安全で良好な教育研究環境

の確保（小項目） 

⑴  災害等不測の事態に適切

に対応できるよう、危機管理

マニュアルを作成する。 

⑵  安全衛生管理に関する研

修等を定期的に実施する。 

 

⑶  定期健康診断等の実施に

より、教職員の健康管理を適

切に行う。 

⑷  セクシュアル・ハラスメン

ト、アカデミック・ハラスメ

ント等を防止するための研

修等を実施する。 

 

 

 

 

 

○安全衛生管理研修、職

場巡視等の実施 

○衛生管理者の養成 

○定期健康診断等の実施 

 

 

○ハラスメントに関する
研修の実施 

 

 小項目評価 

○平成 23年 5月から計 6回職場巡視を実施するとともに、平成 24年

1 月に生活習慣病講演会を開催したほか、学内に衛生管理者が少な

いことから、担当教員に衛生管理者試験を受験させることにした。 

○平成 23年 8月から平成 24年 3月までの間において教職員に対し定

期健康診断及び特殊健康診断を実施するとともに、平成 24 年 1 月

に VDT作業従事教職員健康診断を実施した。また、教職員がストレ

スチェックを行うことができるウェブサイトやメンタルヘルスの

相談窓口を紹介した。 

○セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント等を防

止するため、平成 23年 11月に教職員を対象としたハラスメントの

防止に関する講演会を、平成 24 年 2 月にハラスメント相談員を対

象とした相談対応研修を実施したほか、平成 23 年 4 月に学生向け

チラシの配布（新入生オリエンテーション時）、教職員に電子メー

ルによる啓発を実施した。 

以上のように、安全で良好な教育研究環境を確保するための取組を

計画どおり着実に実施したことから、「b」と評価した。 

b 〔評価理由〕 

安全で良好な教育研究環境

を確保するための取組を計画

どおり着実に実施したと認め

られることから、「B」と評価

した。 

〔コメント〕 

○様々なアプローチでのハラ

スメントに対する対策を講

じている。 

○教職員の健康管理に対する

取組をきめ細かに実施して

いる。 

 

B 

        

 

 

平澤 
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